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1 

 

はじめに 

 

四日市市では、平成１８年の四日市市男女共同参画推進条例施行後、条例に基づく

基本計画の策定について男女共同参画審議会に諮問し、平成１９年６月に「男女共同

参画の推進に関する基本計画についての答申」をいただきました。この答申を踏まえ、

平成２２年３月に「男女共同参画プランよっかいち」を策定し、翌２３年３月には、プランを

より実効性のあるものとするために、数値目標を示した「男女共同参画プランよっかいち

実施計画」を策定いたしました。 

この実施計画は、平成２２年度から平成２６年度までの５年計画とし、年度ごとに進捗

状況を報告していくこととしています。 

 

 今回は、実施計画の初年度である平成２２年度の事業の実施状況について点検、評

価を行ったものです。評価の仕方については、先ずそれぞれの事業担当所属で事業

実施状況についての自己評価を行い、その結果と数値目標の進捗状況を併せて、男

女共同参画審議会において３つの基本目標ごとの評価、及び総括評価をいただいた

ものです。 

 

 今後も男女共同参画社会づくりに向けた取り組みを着実に進めていくために、今回の

評価を真摯に受け止め、男女共同参画の視点を常に持ちながら、条例の理念に基づき、

市民や事業者の皆様との協働により施策を推進していきます。 
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男女共同参画プランよっかいち・実施計画の体系図 

【基本目標】       【重点課題】          【施策の方向】 

 

Ⅰ 男女共同参画

社会実現のための

意識づくり 

1 市民の意識の広がり 

２ 男女平等教育・生涯学習 

Ⅱ 男女共同参画

社会実現のための

社会環境づくり 

１ 政策・方針決定過程への

男女共同参画 

３ 地域社会での 

    男女共同参画の推進 

２ ワーク･ライフ･バランス 

 (仕事と生活の調和)の促進

４ 国際化に対応した 

男女共同参画 

(1) 男女共同参画の推進に関する普及･啓発

(2) 男女共同参画に関する調査･研究、情報の

提供 

(1) 男女平等の視点に立った保育と学校教育

の推進 

(2) 男女平等の視点に立った生涯学習の推進

(1) 審議会等への男女共同参画の推進 

(2) 各種団体、企業等における男女共同 

参画の促進 

(3) 女性のエンパワーメント促進、人材の育成

(1) 家庭での男女の自立を促進 

(2) 仕事等と家庭生活の両立を支援 

   （子育て、介護等への支援を含む）

(3) 男女の平等な就労環境の整備促進 

(4) 女性の就労・再就職・起業へのチャレン

ジ支援 

(1) 地域活動への男女共同参画の推進 

(2) 男女共同参画の視点に立ったまちづくり

の推進（防災、防犯、環境など） 

(1) 多文化共生における男女共同参画の推進

(2) 国際情勢などへの関心や協調に配慮した

男女共同参画の推進 

Ⅲ 男女共同参画

の視点に立った 

個人の尊重 

１ 性別に起因する 

あらゆる暴力の根絶 

２ 自立への支援 

３ 生涯を通じた 

健康保持・増進 

(1) ＤＶ防止の啓発とＤＶ被害者への対応 

(2) 性犯罪、売買春、セクシュアル･ハラスメ

ント、ストーカー行為等防止の啓発 

(3) メディア等における男女の人権尊重 

(1) 相談体制の充実 

(2) 単身女性・ひとり親家庭の生活安定と 

自立支援 

(1) 生涯を通じた男女の健康づくり 

(2) 思春期、妊娠・出産期、更年期の女性の

健康づくり 



3 

１．事業の進捗状況と実施評価（自己評価） 

 
基本目標Ⅰ 男女共同参画社会実現のための意識づくり 

（１）指標 「男女平等観を育てる講座等への参加人数」 

                               

 
     
     
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）重点課題とプラン・施策の方向 

●重点課題１ 「市民意識の広がり」 

  ①男女共同参画の推進に関する普及・啓発 

    広く市民がジェンダーの問題に関心を持ち、学習できるよう、また女性のエンパワーメントを積

極的に進めるため、さまざまな講座や媒体を活用し、市民やＮＰＯなど各種団体とも協働しなが

ら啓発事業を進めていきます。 

  ②男女共同参画に関する調査・研究、情報の提供 

    本市の実状を常に把握し、市民ニーズに応えていくためには、定期的に調査を実施・分析し、

その結果を施策に反映させていく必要があります。 

    また、人々の意識や慣行が形成されるうえでメディアの果たす役割は、極めて大きいことから、

男女共同参画の視点に立ったメディア表現を進める一方、市民が様々な情報を男女共同参画

の視点に立って主体的に読み解く力を身につけることができるよう働きかけを行います。 

 

 

 

基準値   

(平成 21年度実績値)
６１３人 

実績値 
（平成 22年度）

５７４人 

目標値   

（平成 26年度）
６５０人 

指標の設定について： 
市民に広く男女共同参画について考えていただくき
っかけづくり、また学習を深めていただく機会の提供が
どの程度できたかを示すものとして、「男女平等感を育
てる講座等への参加者数」（男女共同参画センターで開
催される「さんかくカレッジ」（※1）の受講者数のみ
をカウント）を指標として設定した。 

目標値設定と実績評価： 
 目標値については、どれだけ市民に広く男女共同参画について考えていただく機会を提供
できるかという意味で、基準値以上の機会を提供することを目標に、650 人という数値を設
定した。 
 平成 22 年度実績については、市民グループからの講座企画提案で、企画数は平成 21 年度
同様 4企画実施できたが、総講座数が少なかったために、参加者数は昨年度を下回ってしま
った。しかし、全体の内容として、子どもや男性、働く女性、更年期女性など、対象を幅広
く設定し、受講者層を広めることができた。今後も、目標値を達成できるよう魅力ある講座
の開催に向け、市民グループ等との協働を進めていく必要がある。 
 
【実績内訳】 
※１「さんかくカレッジ」とは、男女共同参画センターで実施する男女共同参画に関わる学習 

や啓発のための講座で、登録グループによる企画と男女共同参画センターによる企画が 
ある。（連続講座を基本とする。） 

男女共同参画基礎講座 ：１企画（５講座） 参加者 ２０名 
子どもさんかくカレッジ：２企画（４講座） 参加者１２９名（内１企画は市民企画） 

 男性向け料理教室   ：２企画（４講座） 参加者 ４０名 
 家族向け家事講座   ：２企画（８講座） 参加者２６４名（市民企画） 
 再就職応援講座    ：１企画（４講座） 参加者 ５６名 
更年期対象健康支援講座：１企画（４講座） 参加者 ３１名 
 働く女性のための自己啓発講座：１企画（３講座） 参加者 ３４名（市民企画） 
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●重点課題２ 「男女平等教育・生涯学習」 

  ①男女平等の視点に立った保育と学校教育の推進 

    市民一人ひとりが男女共同参画意識を持つことが男女共同参画社会を形成するためには必

要です。特に次代を担う子どもの学校等における教育は、男女平等の意識づくりに大きな影響

を及ぼすため、子どもの発達段階に応じた意識の育成を図ります。 

②男女平等の視点に立った生涯学習の推進 

 子育て中の市民に対する学習機会や情報の提供、さらには生涯を通じてさまざまな学習がで

きるような視点が大切です。男女が性別にかかわりなく、その個性や能力を十分に発揮して、い

きいきと住みよい社会を実現するためには、「男は仕事、女は家庭」、「男はこうあるべき、女はこ

うすべき」といった性別による固定的な役割分担意識などにとらわれることがないよう、市民団体

等とも協働して学習機会の提供を行います。 

 

（３）主な取り組み状況 

●重点課題１ 「市民意識の広がり」 

①男女共同参画センターにおいて、男女共同参画意識の醸成、女性のエンパワーメント

及び登録グループの活動支援等を目的に、市民協働よる講座の開催、出前講座の実施、

グループ交流会の開催、情報紙の発行等、継続的に取り組んだ。また、平成 22年度は
「はもりあ四日市」ホームページのリニューアルを行ったほか、情報提供の新たなツ

ールとしてメールマガジン発行の準備を行った。〔コード１・２・４・５・７〕 

②庁内各所属において職場研修等の機会を捉えて意識啓発を図り、固定的な役割分担の

慣行等の見直しを行った。〔コード：３〕 

●重点課題２ 「男女平等教育・生涯学習」 

③男女平等の視点に立った保育・学校教育を推進するため、児童福祉課、教育委員会に

おいて、指導者研修の実施、学校・園での不必要な男女の区別の見直しを継続的に実

施している。また、中学校では、男女共に個性を生かし自己実現をしていく力を育成

するため、キャリア教育として、職業体験学習を全ての学校で実施している。 
〔コード：１・２・３・４〕 

④セクシュアル・ハラスメントの防止と対応を強化するため、教育委員会では全ての小・

中学校で職員研修を実施した。また、全教職員にアンケートを実施して状況の把握に

努め、必要に応じて対応した。〔コード：５〕 

⑤年齢、性別を問わず広く男女平等観を育てるため、男女共同参画センターでは、特に

こどもや男性向きの講座を充実させたほか、地区市民センターでも、男性の家事参加

等の講座を開催した。また、子育て世代の方も参加しやすいように、講座開催時に託

児を実施した。〔コード：６・９〕 

⑥男女共同参画センターで、地域で活動するグループ・指導者の育成を目的に、「登録グ

ループのつどい」を開催し情報交換を行ったり、「はもりあ週間」で各グループ主催の

ワークショップ等への相互参加をすすめ、ネットワークづくりや研修を実施した。 

〔コード：７・８〕 

        

（４）事業実施自己評価と今後の方針 

   ※別表「男女共同参画プランよっかいち施策進捗状況調査表（基本目標Ⅰ）」のとおり 



２３年度

事業実績 進捗状況 事業計画

1

男女共同参画の理念や
ジェンダーについての
正しい理解など男女共
同参画意識の醸成

・地区市民センターなど地域での出前講座
の開催
・市民グループ(団体)との協働による講座の
開催
・講演会、映画祭、シンポジウムなどの開催

・さんかくカレッジ
・映画上映
・はもりあ週間
・男女共同参画推進講座等
・電話ボランティア研修
・出前講座
　　延べ　６４回

Ａ
・地域での出前講座等の充実に向けて、各
種団体への働きかけを検討する。

・さんかくカレッジ（市民企画含む）
・映画上映
・はもりあ四日市１５周年記念事業
・電話相談ボランティア研修
・出前講座
・地区市民センターへの事業提案

・男女共同参画啓発のための講座や映画
会、女性のエンパワメントのための講座、グ
ループの活動支援などを市民との協働で実
施していく。
・各地域への働きかけを進めるため、各地
区市民センターとの連携を強化する。

男女共同参画セン
ター

2
男女共同参画の視点に
立った情報提供

･情報紙「はもりあ（男女共同参画センターだ
より）」などの発行
・ホームページなどによる情報提供の充実
・男女共同参画センター図書の充実

・情報紙「はもりあ」を毎月発行(2,000部／
月）
・ホームページのリニューアル　（アクセス数
56,673件）
・情報コーナー図書の充実（貸し出し数
1,220冊）

Ａ

・男女共同参画センター利用者以外の市民
に対する情報提供方法を検討する。
・情報提供手段の多様化を目指し、23年度
よりメールマガジンを新規発行する。

・情報紙「はもりあ」毎月発行（２，０００部）
・情報紙「はもりあ」組回覧（年1回）
・メールマガジンの発行
・ホームページによる情報提供
・広報よっかいちによる情報提供
・図書・資料等の貸出し

・情報紙「はもりあ」を毎月発行する。
・メールマガジンを発行する。
・広報よっかいち及び各地区広報紙への記
事掲載の働きかけを継続して行う。

男女共同参画セン
ター

3
固定的な役割分担の慣
行等の見直し

・あらゆる機会を通じて、地域、職場、家庭、
学校等における慣行等の見直しについて啓
発

・出前講座で市民の意識啓発を図った。
・職員研修等で意識付けを行った。
・総合計画において、基本目標達成のため
の５つの視点の中に、男女共同参画社会の
実現を位置づけた。
　　　他

Ａ
・出前講座で市民の意識改革を図る。
・職員研修等で意識付けを行う。
など様々な場面で啓発を行っていく。

・出前講座で市民の意識改革を図る。
・職員研修等で意識付けを行う。

・出前講座で市民の意識変革を図る。
・職員研修等で意識付けを行う。

各課

4
女性が本来持っている
能力を引き出すための
学習機会の提供

・さんかくカレッジなど各種講座の充実
・市民グループ（団体）との協働による講座
の開催
・講演会、映画祭、シンポジウム等の開催

・さんかくカレッジ
・映画上映
・はもりあ週間
・男女共同参画推進講座等
・電話ボランティア研修
・出前講座
　　延べ　６４回

Ａ
・女性のエンパワーメント講座の実施や女性
の意識啓発につながる事業を継続実施して
いく。

・さんかくカレッジ（市民企画含む）
・映画上映
・はもりあ四日市１５周年記念事業の実施
・電話相談ボランティア研修
・出前講座

・女性のエンパワーメントのための講座のほ
か、女性自身の意識啓発につながる事業を
実施していく。（カレッジ、映画上映、はもり
あ週間、グループ支援、働く女性支援、出前
講座等）

男女共同参画セン
ター

5
女性団体・グループの
ネットワークづくりと活動
への支援

・市民グループ（団体）が実施する男女共同
参画社会の実現に向けた取組に対する支
援
・日本女性会議などへの派遣研修の実施
・男女共同参画センターの利用を促進
・市民グループ（団体）のネットワークづくりを
促進

・市民との協働事業の実施
　（はもりあ週間等　　9件）
・市民グループ派遣支援事業　（１ｸﾞﾙｰﾌﾟ）
・登録グループのつどいの実施　（２回）
・男女共同参画センター利用者　14,883人
・男女共同参画センター登録団体　57団体

Ａ

・登録ｸﾞﾙｰﾌﾟの拡大、男女共同参画セン
ター利用者数の増加を図るため、市民グ
ループの活動支援等についての情報提供
方法を工夫する。

・市民グループとの協働事業の実施
・日本女性会議への派遣
・はもりあ四日市１５周年記念事業
・登録グループのつどいの開催

・登録グループの活動支援やネットワーク化
を促進し、市民（グループ）との協働をすす
めていく。また、男女共同参画センターでの
支援活動について広く情報提供をしていく。

男女共同参画セン
ター

6

行政刊行物等における
男女共同参画の視点に
立ったメディア表現の推
進

・男女共同参画の視点に立ったメディア表現
の推進

・常に男女共同参画の視点に立ったメディア
表現を行った。
・広報よっかいち掲載記事の内容表現が適
切であることを確認した。
・職員研修により意識づけを行った。
       他

Ａ

・職員研修等による意識の啓発を行ってい
く。
・男女共同参画の視点に立って刊行物など
が適切な表現となっているか確認をしてい
く。

・職員研修により啓発
・刊行物の表現の確認
　　　他

・職員研修等で啓発 各課

7
メディア・リテラシーの向
上

・メディア・リテラシーに関する講座の開催
・職員研修等で啓発
・デートＤＶ防止講座で啓発
・情報紙「はもりあ」で啓発

A
・メディア・リテラシーに関する講座の開催だ
けでなく、様々な講座・研修の場でメディア・
リテラシーについて啓発を行っていく。

・職員研修等での啓発
・デートＤＶ防止講座での啓発
・情報紙「はもりあ」での啓発
・１５周年記念事業の中で講座開催

・職員研修等で継続して啓発する。
・情報紙「はもりあ」等で啓発を実施する。
・メディア・リテラシーの講座を企画する。

男女共同参画課
男女共同参画セン
ター

8
青少年の健全育成を阻
害する環境の改善

・街頭補導等による見守り
・有害サイト及びインターネットのトラブルか
ら子どもを守る研修会の開催や啓発パンフ
レットの作成・配布

・街頭補導等による見守り活動
　（年間延べ４７６回実施）
・有害サイト及びインターネットのトラブルか
ら子どもを守る研修会の開催
　（教職員・保護者対象に年1回開催）
・啓発パンフレット等の配布
・出前講座の開催
　（17回開催）

A

・ネットトラブルの現状と課題について、新た
な事案やケースに基づいた講座の開催が必
要

・街頭補導等による見守り
・有害サイト及びインターネットのトラブルか
ら子どもを守る研修会の開催や啓発パンフ
レットの作成・配布
・出前講座の開催

・街頭補導等による見守りを行う。
・有害サイト及びインターネットのトラブルか
ら子どもを守る研修会の開催や啓発パンフ
レット等の配布を行う。
・出前講座を開催する。

社会教育課

男女共同参画プランよっかいち施策推進状況調査

基本目標Ⅰ　　男女共同参画社会実現のための意識づくり
重点課題１　　　　市民意識の広がり

コード 推進施策 ２６年度までの方針等 担当課実施事業
２２年度

今後の課題・対策

「進捗状況」についての担当課による評価
　　Ａ  実施することができた　　　　　　Ｂ　概ね実施することができた
　　Ｃ　一部しか実施できなかった　　　Ｄ　実施できなかった
　※平成２３年度新規事業等で、事業実績がない場合は「－」。
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２３年度

事業実績 四段階評価 事業計画

・男女共同参画に係る校・園内研修（人権教
育研修も含む）を行う。
　○幼稚園　２４/２４園
　○小学校　４０/４０校
　○中学校　２２/２２校
・「自分らしい生き方を実現していく進路指
導」を推進するため、勤労観、職業的自立の
資質を養うキャリア教育を継続して進めてい
る。
　職業体験学習日数
　○中学校　２２/２２校
　○体験生徒数　延べ　８,１４７人
　○協力事業所数　延べ　９９４事業所

Ａ ・事業の継続 ・２２年度と同じ
・キャリア教育等の充実により、自己実現を
していく力の育成に努める。

指導課

・中学生職業体験学習
・２１中学校より依頼、延３２保育園で受け入
れ

Ａ

・性別にとらわれず、自己実現のため又意
欲を持って子どもに関わる機会とするため、
中、高校生の職業体験を継続して受け入れ
る。
・積極的に中学生職業体験学習実施し、２１
校より依頼、延３２園で受け入れ。高校生の
保育体験を受け入れる。

・性別にとらわれず、自己実現のため又意
欲を持って子どもに関わる機会とするため、
中、高校生の職業体験を継続して受け入れ
る。
・積極的に中学生職業体験学習実施、高校
生の保育体験の受け入れる。

・性別にとらわれず、自己実現のため又意
欲を持って子どもに関わる機会とするため、
中、高校生の職業体験を継続して受け入れ
る。
・積極的に中学生職業体験学習実施、高校
生の保育体験の受け入れる。

児童福祉課

・公開授業・保育を実施することで研修を深
めている。
　○幼稚園　２４/２４園
　○小学校　４０/４０校
　○中学校　２２/２２校

A ・事業の推進と継続 ・２２年度と同じ
・授業公開・研修等を実施，教員の資質向
上を図る。

指導課

・保育士の人権意識高揚のための研修
　回数　７回、　参加人員４２名
　内容：講演会、事例研修、公開保育

Ａ
・保育士の人権意識高揚のための研修を行
う。
　内容：講演会、事例研修、公開保育

・保育士の人権意識高揚のための研修を行
う。
　研修回数　7回、参加人員４１名
　内容：講演会、事例研修、公開保育

・保育士の人権意識高揚のための研修を行
う。
　研修回数　7回、参加人員４５名
　内容：講演会、事例研修、公開保育

児童福祉課

・不必要な区別・慣習の見直しをさらに行
い、男女共同参画の視点に立った教育を進
める。
　○幼稚園　２４/２４園　[導入済み]
　○小学校　４０/４０校　　　　〃
　○中学校　２２/２２校　　　　〃

A ・３と４を一つにして推進
・不必要な区別・慣習や慣行の見直し、男女
共同参画の考え方を身に付ける教育活動を
推進

・不必要な区別・慣習の見直しをして、男女
共同参画社会の実現をめざす教育を進め
る。

指導課

・保育園　２５園／２５園 Ａ

保育園２５／２５園で導入済みであるが、さ
らに見直しを行う。
・園児の道具箱、カバンかけ、クラス名簿、く
つ箱など生活のなかで男女別になっていな
いか注視していく。
・遊びの中での遊具や色などの 区別がない
かを注視していく。

保育園　　２５／２５　〔　導入済みであるが、
さらに見直しを行う〕
・園児の道具箱、カバンかけ、クラス名簿、く
つ箱など生活のなかで男女別になっていな
いか注視していく。
・遊びの中での遊具や色などの 区別がない
かを注視していく。

保育園　　２５／２５　〔　導入済みであるが、
さらに見直しを行う〕
・園児の道具箱、カバンかけ、クラス名簿、く
つ箱など生活のなかで男女別になっていな
いか注視していく。
・遊びの中での遊具や色などの 区別がない
かを注視していく。

児童福祉課

4
日常的な教育活動の中
で、男女共同参画の視
点に立った教育の推進

・子どもと保護者・地域の人々が協働して、
男女共同参画の考え方を身につける学習の
推進
・子ども一人ひとりが個性や能力を発揮する
生き方ができるよう、職業観や勤労観を育て
る社会体験学習等の実施

・保護者・地域の人々が協働して、男女共同
参画の考え方を身に付ける学習を推進し
た。
　○小学校　４０/４０校
　○中学校　２２/２２校

A ・３と４を一つにして推進

・保護者・地域との協働による男女共同参画
の学習の推進
・子ども一人一人が個性や能力を発揮でき
るよう社会体験学習の実施

・保護者・地域の人々が協働して、男女共同
参画の考え方を身に付ける学習を推進す
る。

指導課

男女共同参画プランよっかいち施策推進状況調査

基本目標Ⅰ　　男女共同参画社会実現のための意識づくり
重点課題２　　　　男女平等教育・生涯学習

コード 推進施策 実施事業
２２年度

担当課今後の課題・対策 ２６年度までの方針等

1
個を大切にした保育・教
育の充実

・ジェンダーにとらわれず、自らの意思と責
任で進路を選択し、自己実現をしていく力を
育成

2 ･講演会、事例研修、公開保育の実施
保育士・教職員に対す
る研修の充実

・性別で役割を固定することのない価値観
や行動様式の確立を推進
・園児の道具箱、カバンかけ、クラス名簿、く
つ箱など生活のなかでの不必要な男女の区
別の見直し

3
男女間で不必要な区
別、慣習や慣行の見直
し

「進捗状況」についての担当課による評価
　　Ａ  実施することができた　　　　　　Ｂ　概ね実施することができた
　　Ｃ　一部しか実施できなかった　　　Ｄ　実施できなかった
　※平成２３年度新規事業等で、事業実績がない場合は「－」。
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２３年度

事業実績 四段階評価 事業計画

男女共同参画プランよっかいち施策推進状況調査

基本目標Ⅰ　　男女共同参画社会実現のための意識づくり
重点課題２　　　　男女平等教育・生涯学習

コード 推進施策 実施事業
２２年度

担当課今後の課題・対策 ２６年度までの方針等

「進捗状況」についての担当課による評価
　　Ａ  実施することができた　　　　　　Ｂ　概ね実施することができた
　　Ｃ　一部しか実施できなかった　　　Ｄ　実施できなかった
　※平成２３年度新規事業等で、事業実績がない場合は「－」。

・すべての小中学校において，セクシュア
ル・ハラスメントに関する研修会を実施し，そ
の後アンケートにより各校の実態把握を
行った。課題のある学校については，教育
委員会事務局により，学校長や該当職員に
対して指導を行った。

A

・セクシュアル・ハラスメント防止の意識をよ
り向上し，職場全体でセクシュアル・ハラスメ
ントの防止を恒常的に行えるようにする。
その方策として，各職場における研修会を
継続していく。

・職員会議、全体研修会などでセクシュア
ル・ハラスメントに関する研修等を実施

各学校にセクハラ対策委員を設け、相談し
やすい職場環境を構築する。
職員会議、全体研修会などでセクハラに関
する研修等を実施する。
アンケートを行い、教育委員会事務局より該
当校の管理職等に指導する。

学校教育課

・平成22年8月6日に男女共生教育研究協議
会との共催研修会「スクールセクハラを考え
る」を実施。講師はＮＰＯ法人ＳＳＨＰ全国
ネットワーク代表の亀井明子さん。参加者53
名

Ａ
・男女共同参画社会の実現に向け、より裾
野を広げるために今後も継続して研修会を
実施する必要がある。

・平成23年8月11日に男女共生教育研究協
議会との共催研修会「女性と人権について」
を実施。講師は関西大学人権問題研究室
委嘱研究員宮前千雅子さん。

・男女共生教育研究協議会との共催による
教職員研修講座を実施する。

教育支援課

・市職員に対し、セクシュアル・ハラスメント
の防止及び排除のための啓発

・セクシュアル・ハラスメント相談等処理委員
会
　　相談件数　　　０件
　　セクハラ発生件数　　０件

Ａ
・「四日市市職員のセクシャル・ハラスメント
の防止等に関する要綱」の周知・啓発

・職員に研修等を通じ、「要綱」の周知を行
う。また、相談及び発生があれば適切に対
応する。

・今後も、管理職候補者研修等で制度周知
を行うとともに、相談及び発生があれば適切
に対応する。

人事課

・地区市民センターで開催する「ひとづくり、
まちづくり」を目的にした多種多様な講座の
中で、地域の実情に応じて、男女共同参画
を推進するための講座を開催

地区市民センター講座
　・男女共同参画講座
　　1センター　５回　１６人
　・男女共同料理教室
　　1センター　１回　１８人
　・男の料理教室
　　８センター　２３回　４７２人

A
・地区市民センターにおいて、男女共同参画
を推進するための講座の開催を継続してい
く。

地区市民センター講座
　・男女共同参画講座
　　１センター５回　１００人
　・男女共同料理教室
　　１センター　１回　１２人
　・男の料理教室
　　７センター　２１回　３８４人
　・主夫を楽しもう（家庭菜園・料理・掃除）
　　１センター　３回　２０人

・地区市民センターにおいて、男女共同参画
を推進するための講座の開催を継続してい
く。

地区市民ｾﾝﾀｰ
（市民生活課）

・家庭教育講座委託事業の実施
・四日市市PTA連絡協議会（８６単位PTA）
及び１３の私立幼稚園で実施

A
・親子で受講できる内容の講座開催を促し
ていきたい。

・家庭教育講座委託事業の実施
・家庭教育講座委託事業を継続実施し、市
民の意識啓発を行う。

社会教育課

・さんかくカレッジ、映画上映、市民企画支
援、出前講座を実施

・さんかくカレッジ
・映画上映
・はもりあ週間
・男女共同参画推進講座
・出前講座
・電話相談ボランティア研修
　　　延べ６４回

Ａ
・幅広い方に参加いただけるよう、事業実施
時のアンケート等をもとに、常に事業の見直
しをしていく。

・さんかくカレッジ（市民企画含む）
・映画上映
・はもりあ四日市１５周年記念事業
・電話相談ボランティア研修
・出前講座

・子どもや男性など、これまで男女共同参画
に関わりのなかった層へのアプローチとし
て、さんかくカレッジ、映画上映を実施。ま
た、市民企画、はもりあ週間、グループ支
援、働く女性支援、電話ボランティア研修、
出前講座等を市民と協働して実施する。

男女共同参画セン
ター

7
ジェンダーに敏感な視
点をもった指導者の育
成と活用

・登録グループへの研修の実施
・地域で男女共同参画を推進していく要とな
るアドバイザーの養成
・男女共同参画人材リスト登録者研修の実
施

・登録グループのつどい　２回
・男女共同参画人材リスト登録者研修の実
施　１回

Ａ
・登録グループへの研修を充実させる。
・地域での男女共同参画を進める人材を育
成する。

・登録グループのつどいの開催
・登録グループ対象研修会の実施
・男女共同参画人材リスト登録者研修の開
催
・地域マネージャー研修の実施

・登録グループのつどいを継続して実施す
る。
・登録グループを対象とした研修会を実施す
る。
・男女共同参画人材リスト登録者研修を実
施する。

男女共同参画セン
ター

8
男女共同参画を推進す
るグループ等への支援

・男女共同参画に関する情報提供や研修の
実施に努めるなど、登録グループへの積極
的な支援の実施

・毎月1回情報紙「はもりあ」及びセンター事
業について情報提供
・登録グループ情報の紹介
・登録グループのつどい　２回
・男女共同参画センター登録団体数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　５７団体

Ａ
・活動ｸﾞﾙｰﾌﾟのニーズを把握し、必要な支援
について常に検討していく必要がある。

・毎月1回情報誌「はもりあ」及びセンター事
業について情報提供
・毎月1回メールマガジンでの情報提供
・登録グループ情報の紹介
・登録グループのつどい　３回

・毎月１回情報紙「はもりあ」を送付するとと
もにセンター事業について情報提供を行う。
・登録グループ情報の紹介を行う。

男女共同参画セン
ター

5
セクシュアル・ハラスメン
トの防止と対応

・職員会議、全体研修会などでセクシュア
ル・ハラスメントに関する研修等を実施

6
男女平等観を育てる講
座の充実

7



２３年度

事業実績 四段階評価 事業計画

男女共同参画プランよっかいち施策推進状況調査

基本目標Ⅰ　　男女共同参画社会実現のための意識づくり
重点課題２　　　　男女平等教育・生涯学習

コード 推進施策 実施事業
２２年度

担当課今後の課題・対策 ２６年度までの方針等

「進捗状況」についての担当課による評価
　　Ａ  実施することができた　　　　　　Ｂ　概ね実施することができた
　　Ｃ　一部しか実施できなかった　　　Ｄ　実施できなかった
　※平成２３年度新規事業等で、事業実績がない場合は「－」。

・市民大学一般クラスにおける託児設定の
促進

・市民大学託児設定コース　０件 C
・企画運営団体募集の時点で、託児設定の
必要性を感じてもらえるように働きかける。

・市民大学６コース中
１コースにつき託児設定

・引き続き、市民大学企画運営団体募集要
項に託児設定希望の事項を入れ、託児設定
コースについては、運営費を上乗せして募
集をかける。

文化国際課

・地区市民センター講座の内容や趣旨を考
慮して必要に応じた託児の実施

・地区市民センター講座（託児あり）
　　２センター　２回

A
・地区市民センター講座において、必要に応
じて託児を実施する。

・地区市民センター講座（託児あり）
　　２センター　２回

・地区市民センター講座において、必要に応
じて託児を実施する。

地区市民ｾﾝﾀｰ
（市民生活課）

・手話奉仕員養成講座などにおいて託児を
実施

・予算は確保していたが託児希望者はいな
かった。

A

・昨年度、今年度と手話奉仕員養成講座が
夜間の開催となったが、開催時間も含めて
より広く受講していただけるよう検討してい
く。

・引き続き手話奉仕員養成講座において託
児を行い、広く子育て世代にも講座受講を
促す。

・手話奉仕員養成講座などにおいて託児を
継続して実施する。

障害福祉課

・市主催各種講座での託児の実施について
各課に働きかけ

・男女共同参画センター全事業で託児を実
施
・託児者の紹介

Ｂ
・各課への託児実施の働きかけ方を検討す
る。

・男女共同参画センターの全事業で託児を
実施する。
・各課へ託児実施を働きかける。

・男女共同参画センター全事業にで託児を
実施する。
・他課主催の講座について、託児の実施を
働きかけるとともに、支援を行う。

男女共同参画課

・よっかいち人権大学等の各種講座の内容
や趣旨を考慮して必要に応じた託児の実施

・よっかいち人権大学『あすてっぷ』
託児付講座９回　託児　７人

Ａ
・託児付講座の開催を市民に広く周知して
いく。

・よっかいち人権大学『あすてっぷ』
託児付講座７回

・継続して実施する。 人権センター

・出前講座　４回 Ｂ
・地域での出前講座の充実に向けて、各種
団体への働きかけの検討をする。

・出前講座の実施

・出前講座（男女共同参画課メニュー）を継
続して実施する。
・地区市民センターと連携し、地域団体への
働きかけを行う。

男女共同参画セン
ター

・四日市市生涯学習いきいき出前講座メ
ニュー表の分類に「男女共同参画」を設け
る。
　メニュー数　４件

Ａ
・生涯学習の機会に「男女共同参画」を意識
できるよう、生涯学習いきいき出前講座の事
業の中で継続する。

・四日市市生涯学習いきいき出前講座メ
ニュー表の分類に「男女共同参画」を設け
る。
　メニュー数　４件

・四日市市生涯学習いきいき出前講座メ
ニュー表の分類に「男女共同参画」の項目を
継続して設定する。

文化国際課

・はもりあ四日市ホームページからの講座
情報の提供
・はもりあ四日市ホームぺージのリニューア
ル

Ａ
・はもりあ四日市ホームページからの講座
情報の提供に加え、メールマガジン等による
定期的な情報発信を検討する。

・はもりあ四日市ホームページからの講座
情報の提供
・メールマガジンによる講座情報の提供
・市ホームページの利用による講座情報の
提供

・はもりあ四日市ホームページやメールマガ
ジンなどで講座情報の提供を行う。

男女共同参画セン
ター

・インターネットによる学習情報の提供の検
索分類に「女性、男女共同参画」を設ける。
　情報提供数　７件

Ａ
・生涯学習の機会に「男女共同参画」を意識
できるよう、学習情報提供の事業の中で継
続する。

・インターネットによる学習情報の提供の検
索分類に「女性、男女共同参画」を設ける。
　情報提供数　７件

・インターネットによる学習情報を提供する。
検索分類に「女性、男女共同参画」を設け
る。

文化国際課

託児付き講座の推進

10
男女共同参画に関する
学習情報の提供

・生涯学習いきいき出前講座の実施

・インターネットによる学習情報の提供

9

8
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基本目標Ⅱ 男女共同参画社会実現のための社会環境づくり 
（１）指標 「審議会等の女性委員比率」 

                               

 
     
     
 
 
 

  
 
 

 
 
 

 

（２）重点課題とプラン・施策の方向 

●重点課題１ 「政策・方針決定過程への男女共同参画」 

①審議会等への男女共同参画の推進 

     審議会等の委員構成において、男女いずれか一方の性に偏ることがないよう配慮を行いま

す。 

②各種団体、企業等における男女共同参画の促進 

     地域や職場などさまざまな場面で男女がともに参画できるよう、啓発、情報提供などに努め

ます。なお、「企業等」には農業、自営業等の家族的経営の事業者も含まれます。 

③女性のエンパワーメント促進、人材の育成 

     女性の社会参画が進むよう、講座、講演会などを通じて、女性のエンパワーメントを進め、人

材の育成に努めます。 

●重点課題２ 「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の促進」 

①家庭での男女の自立を促進 

     家庭生活においても固定的な性別役割分担意識にとらわれることがなく、男女がともに家庭

責任を担えるよう、啓発や情報提供を行います。 

②仕事等と家庭生活の両立を支援（子育て、介護等への支援も含む） 

     男女が家族の対等な一員としての責任を果たしながら、子育てや介護などの家庭生活と仕

事や地域活動などとのバランスがとれた生活が送れるよう、サービスの提供や条件整備を進

めます。 

③男女の平等な就労環境の整備促進 

     特に事業者に対して、男女雇用機会均等法などの法令遵守や育児・介護休業制度などの

活用、家庭生活等との両立などについて啓発したり、情報提供を行っていきます。 

④女性の就労・再就職・起業へのチャレンジ支援 

     働きたい女性がそのライフサイクルに応じて就労ができるよう、就労意欲や能力を向上させ

るための学習機会や情報の提供を関係機関と連携して進めるなど、あらゆる手法により支援

する取組を進めます。 

基準値   

(平成 21年度実績値) 
31.5％ 

実績値 
（平成 23年度） 

32.5％ 

目標値   

（平成 26年度） 
40％以上
60％以下 

目標値設定と実績評価： 
 目標値については、審議会等において男女の視点が反映されることが重要であることから、
男女のいずれも４割を下回らないことを目標として設定した。 
 実績については、「四日市市審議会等女性委員登用推進要綱」に基づき、審議会ごとに目標
を設定し、委員委嘱に際しては、人事課及び男女共同参画課への事前協議を徹底させた結果、
若干ながら昨年度を上回ることができた。専門分野によっては女性の人材が少ないものがあ
るという状況はあるが、今後も市民委員の登用等、審議会等の設置要綱等の見直しも含めて
女性委員の登用を促進していく必要がある。 

指標の設定について： 
重要な事柄を決める場に人口の半数である女性が参画す
ることが、男女共同参画を進めるに当たって非常に重要
であるとの認識から、特に今後のまちづくりの方向性を
決める場である審議会等への女性委員の登用率を社会環
境づくりの指標とした。 
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●重点課題３ 「地域社会での男女共同参画の推進」 

①地域活動への男女共同参画の推進 

     地域団体やＮＰＯなどと協働して、地域活動に男女がともに参画することの必要性や意義を

わかりやすく伝えていくとともに、男女がともに参画しやすい環境整備などに努めます。 

②男女共同参画の視点に立ったまちづくりの推進（防災、防犯、環境など） 

     国の男女共同参画基本計画（第２次）にも示されているように、新たな取組を必要とする分野

である防災（災害復興を含む）、防犯、環境などをはじめ、さまざまな分野の地域活動で男女

がともに参画できる環境を、地域団体等と連携して整えるなどして、男女共同参画の視点に

立ったまちづくりの推進に努めます。 

● 重点課題４ 「国際化に対応した男女共同参画」 

①多文化共生における男女共同参画の推進 

          市民等と連携して、男女共同参画の視点に立った外国人市民との相互理解と共生を進め

る活動などに取り組み、より住みやすい地域づくりを進めます。 

②国際情勢などへの関心や協調に配慮した男女共同参画の推進 

          市民、事業者へ国際的な男女共同参画の動きについて、各種情報を提供するなどしてそ

の理解を深め、意識を高めるなどの男女共同参画の推進に努めます。 

 

（３）主な取り組み状況 

●重点課題１ 「政策・方針決定過程への男女共同参画」 

①審議会等への女性委員の登用を進めるため、四日市市審議会等女性委員登用推進要綱

に基づき各審議会ごとに登用推進計画を策定し、委員改選に当たっては、人事課及び

男女共同参画課への事前協議を徹底し登用率の向上に努めた。〔コード：１〕 

②職員については管理職及び男女共同参画推進員に対してワーク・ライフ・バランスに

関する研修を実施した他、各階層ごとの職員研修において男女共同参画についての研

修を実施し、意識の向上に努めた。また、女性職員のエンパワーメントを目的に外部

研修派遣を実施した。〔コード：４〕 

     ③女性人材リストの充実を図ると共に、人材リスト登録者向けに「女性が政策決定の場

に参画する意義」、「審議会委員としての心構え」についての研修を実施し、女性リー

ダーとしての意識の向上を図った。〔コード：６・７〕 
●重点課題２ 「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の促進」 

  ④多様な保育サービスやファミリーサポートセンター事業の充実、育児学級「パパママ」

教室の開催や認知症サポーター養成講座をはじめ介護に関する出前講座の開催など、 
保育、介護、保健の分野で、ワーク・ライフ・バランスの実現のために必要なサービ

スの充実と情報提供を行った。また、家庭及び地域で性別に関わりなくその責任を果

たすための意識啓発として、「父親の子育てマイスター養成講座」を開催したのをはじ

め、男性の家事、育児に関する講座や「お父さんの遊ぼう会」（子育て支援センター）

などを開催した。〔コード：１・２・３・４・５・６・７〕 

⑤男女共同参画センターのホームページに「ワーク・ライフ・バランス」コーナーを新

設し、企業を含め広く市民にワーク・ライフ・バランスについての情報提供を行った

ほか、先進的な取組み企業の表彰や総合評価入札方式においての評価加点の実施など、

企業での取り組みの促進を図った。〔コード：８・９・１１〕 
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⑥男女共同参画センター、商業勤労課で、ハローワークや商工会議所等関係機関と連携

して労働関係法令等の情報提供を行った。また、女性の再就職、起業支援のため、再

就職応援講座の実施や男女共同参画センターで週一回のチャレンジ相談を行った。 

〔コード：９・１０・１１・１２・１３・１４〕 

●重点課題３ 「地域社会での男女共同参画の推進」 

  ⑦自治会や PTA等地域団体での女性会長の登用等、女性の参画が進むよう様々な機会を
通じて働きかけを行った。また、男女共に市民活動に参画できるよう、市民活動セン

ターを市民活動の拠点施設として提供するほか、個性あるまちづくり支援事業等で財

政的にも支援を行った。更に、男女共同参画センターで情報紙「はもりあ」や「さん

かくカレッジ」、出前講座など情報提供等を行い女性のエンパワーメントと意識啓発に

努めた。〔コード：１・２・４〕 

  ●重点課題４ 「国際化に対応した男女共同参画」 

⑧男女共同参画センター情報紙「はもりあ」に、世界の男女共同参画についての記事を

特集した（10回）。 〔コード：１〕 
⑨国際交流センター、国際共生サロン、男女共同参画センター等が連携し、外国人女性

への相談、支援を行った。〔コード：２〕 

       

（４）各事業評価と今後の方針  

   ※別表「男女共同参画プランよっかいち施策進捗状況調査表（基本目標Ⅱ）」のとおり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



２３年度

事業実績 進捗状況 事業計画

・審議会等への女性の登用率 ３１．５％
・男女の一方の数が４０％未満とならない審
議会等 ３８か所
・女性のいない審議会等 ２か所

Ｂ

・審議会等への女性参画については、着実
に向上しているが、目標達成には至ってい
ない。
・平成２６年度までに目標を達成するよう、
確実な進捗管理を行う。

・四日市市審議会等女性委員登用推進要
綱に基づいて、各審議会ごとに登用推進計
画を策定するとともに、委員改選に当たって
は、事前協議を徹底し、登用率の向上に努
める。

１．審議会等委員の比率は、男女の一方の
数が委員総数の10分の４未満とならない構
成を目標とする。
２．女性委員０の審議会等は、委員改選の
際に解消を図る。

人事課

・人材リスト登録者数　１１２名
・人材リスト登録者研修会の実施　１回

Ａ
・各課に人材の発掘と人材リスト利用を働き
かける。
・人材リスト登録者研修会を充実させる。

・人材リスト登録者研修会の実施
・男女共同参画推進リーダー・推進員研修
において、人材リスト活用促進を働きかけ
る。

・人材リスト登録者数１３０名（平成２６年度
末）を目標とする。
・人材リスト利用件数年間２０件を目標とす
る。
・四日市市審議会等女性委員登用推進要
綱に基づく事前協議を徹底し、適正な登用
率となるよう働きかけを行う。

男女共同参画課

2
管理・監督職への女性
登用促進

･係長以上の役付職員の男女比率を職員全
体の男女比率に少しでも近づけるよう、女性
職員の職務経験及び能力向上につながる
配置等の実施
・管理･監督職への女性登用促進

・市の役付職員（係長級以上）の女性比率
３７．６％

参考
　　職員全体の女性比率　４６．３％

Ａ
・管理・監督職への女性登用については、中
長期的に育成を行う必要がある。

・職務経験及び能力向上につながる職員配
置を行うとともに、職員本人の意欲にも意を
配しながら登用を図っていく。

・管理・監督職への女性登用に当たっては、
中長期的な育成を行う必要があり、本人の
意欲を尊重した配置や性別によって偏りの
ない役割分担を進める中で、一定の経験や
能力向上につながるよう意を配しながら、登
用等に努めていく。

人事課

3 女性職員の職域拡大
・女性職員が幅広い職務経験を持てるよう、
業務上の人員配置に配慮

・市における女性職員（正職）がいない所属
　　３０か所／１５０（課＋中間組織）

Ａ
・少数職場や消防、現業職場など女性職員
の配置が困難な場合もある。

・男女の偏りのない配置を行うことにより、女
性職員の職域拡大に努める。

・女性職員が幅広い職務経験を持てるよう、
継続して業務上の人員配置に配慮してい
く。

人事課

・階層別職員研修の行政課題の項目として
男女共同参画に関する研修を実施

・新規採用職員研修等階層別研修におい
て、本市の行政課題として、男女共同参画
に関する研修を実施した。

Ａ

・新規採用職員をはじめとする若手職員に
対して、男女共同参画に関する意識の改革
及び知識の普及を図っていくため、今後も研
修を充実していく。

・新規採用職員研修等階層別研修におい
て、男女共同参画に関する研修を実施す
る。

・階層別研修で継続して実施する。 職員研修所

・管理職及び男女共同参画推進員等研修を
実施

・「次世代を担う子どもたちに行政ができるこ
と～ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた
社会環境づくり～」をテーマに、管理職及び
男女共同参画推進員研修を実施した。

Ａ

・管理職及び男女共同参画推進員に対し
て、所属の中心的職員としてより一層、男女
共同参画に関する意識の高揚を図っていく
ため、研修を実施していく。

・平成２２年度に引き続き、管理職及び男女
共同参画推進員研修を実施するとともに、
男女共同参画推進リーダー研修を実施す
る。

・管理職及び男女共同参画推進員研修を継
続して実施する。
・男女共同参画推進リーダー研修を実施す
る。

職員研修所
男女共同参画課

・男女共同参画についての研修会・会議等
に派遣

・「日本女性会議２０１０きょうと」及び市町村
アカデミーの男女共同参画に関する研修に
職員を派遣した。

Ａ

・市としてさらに男女共同参画を推進してい
くため、また、女性職員の資質・能力の向上
を図っていくため、研修会等への職員の派
遣を積極的に進めていく必要がある。

・平成２２年度に引き続き、男女共同参画に
関する研修に職員を派遣するとともに、女性
職員の資質・能力の向上を図るための研修
に職員を派遣する。

・日本女性会議へ継続して職員を派遣す
る。
・各種研修機関へ継続して職員を派遣す
る。

職員研修所
男女共同参画課

・男女共同参画にかかる情報提供
・企業向け研修や雇用実態調査などの機会
を通じて、男女共同参画にかかる国、県、市
などの情報提供を行いました。

Ａ
・広く周知するために一層、効果的な情報提
供に努める。

・企業向け研修や雇用実態調査など、あら
ゆる機会を通じて、引き続き男女共同参画
にかかる国、県、市などの情報提供を行う。

・男女共同参画にかかる国、県、市などの情
報提供を行う。

商業勤労課

・男女共同参画推進に向けて企業訪問等の
実施

・企業に対し講演会や研修会など企業の集
まる機会を捉えて男女共同参画やワークラ
イフバランスについて情報提供を行った。

C ・企業向け研修等の実施を検討する。
・男女共同参画週間の啓発
・企業向け研修の実施
・企業への情報提供

・企業向け研修の実施や、情報提供を行っ
ていく。

男女共同参画課

6 女性リーダーの育成
・さんかくカレッジ、市民企画支援、働く女性
支援等において女性リーダーを育成

・人材リスト登録者研修会の実施　１回
・さんかくカレッジ
・はもりあ週間
・電話相談ボランティア研修　２回
・出前講座　４回

Ａ
・今後も女性リーダーを育成するための研
修会・講座を継続的に実施していく。

・人材リスト登録者研修会の実施
・さんかくカレッジ
・電話相談ボランティア研修
・出前講座
・はもリあ四日市１５周年記念事業

・男女共同参画人材リスト登録者研修会を
はじめ、さんかくカレッジ、市民企画講座、グ
ループ支援、働く女性支援、電話ボランティ
ア研修、出前講座等、女性リーダー育成の
ための講座を実施する。

男女共同参画セン
ター

7
女性人材情報の収集と
提供

・人材リストの充実及び活用促進
・人材リスト登録者数　１１２名
・人材リスト登録者研修会の実施　１回

Ａ
・人材リスト利用数増加のための働きかけを
行う。
・人材リスト登録者研修会を充実させる。

・人材リスト登録者研修会の実施
・男女共同参画推進リーダー・推進員研修
において、人材リスト活用促進を働きかけ
る。

・登録グループを対象とした研修会の実施
等により、新たなリスト登録者を育成、発掘
する。
・男女共同参画人材リスト登録者の更なる
意識向上を図るため、研修を実施する。
・男女共同参画推進リーダー等へ人材リスト
利用促進について働きかける。

男女共同参画課
人事課

男女共同参画プランよっかいち施策推進状況調査

基本目標Ⅱ　　男女共同参画社会実現のための社会環境づくり
重点課題１　　　　政策・方針決定過程への男女共同参画

コード 推進施策 実施事業
２２年度

今後の課題・対策

5
各種団体、企業等への
情報提供

２６年度までの方針等 担当課

4
男女共同参画を進める
ための職員研修の充実

1
審議会等への女性参画
比率の向上

・審議会等委員に占める女性割合について
目標設定
・推薦依頼の見直し
・人材リストの充実及び活用促進
・審議会などにおける託児の実施

「進捗状況」についての担当課による評価
　　Ａ  実施することができた　　　　　　Ｂ　概ね実施することができた
　　Ｃ　一部しか実施できなかった　　　Ｄ　実施できなかった
　※平成２３年度新規事業等で、事業実績がない場合は「－」。
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２３年度

事業実績 四段階評価 事業計画

1
男女がともに介護責任
を果たすための意識啓
発

・介護保険と高齢者施策の出前講座の実施

出前講座
①『「介護に疲れていませんか？」高齢者虐
待を防ぎましょう』　１回、参加者　１２人
②『介護保険と高齢者施策』　３回、参加者
１８０人
③『認知症サポーター養成講座「認知症の
人や家族を温かく見守る応援者になってくだ
さい」』　５０回、参加者　１，６７０人

Ａ
・講座内容等については、満足いただいて
おり、今後も開講希望者のニーズにあわせ
た講座を行っていく。

出前講座の実施
①『「介護に疲れていませんか？」高齢者虐
待を防ぎましょう』
②『介護保険と高齢者施策』
③『認知症サポーター養成講座「認知症の
人や家族を温かく見守る応援者になってくだ
さい」』

・出前講座を継続して実施する。 介護 ・高齢福祉課

2
保育園等の施設におけ
る多様な保育サービス
の充実

・乳児保育、延長保育、一時保育、障害児
保育、病児保育、休日保育など多様な保育
サービスの実施

①乳児保育
　　２８園で実施、年間延２，５０６人
②延長保育
　　２２園で実施、１日あたり１９６人
③一時保育
　　１１園で実施、延べ６，３２２人
　　　（月平均利用数　　５２７人）
④障害児保育
　　２７園で実施　　２６３人
⑤病児保育
　　１園で実施、延べ１，２８４人
　　　（１日平均　　４．６人）
⑥休日保育
　　１園で実施、２２７人
⑦特定保育
　　１１園で実施、延べ３４６人
保育園数
　　公立２５園、　定数　２，３７０人
　　私立２４園、　定数　２，１１０人

A ・待機児童の解消、特別保育の拡充

①乳児保育
　　２８園で実施、年間延２，６００人
②延長保育
　　２２園で実施、１日あたり２００人
③一時保育
　　１３園で実施、延べ７，２００人
　　　（月平均利用数　　６００人）
④障害児保育
　　３０園で実施　　３００人
⑤病児保育
　　１園で実施、延べ１，３００人
　　　（１日平均　　４．８人）
⑥休日保育
　　１園で実施、延べ２５０人
⑦特定保育
　　１１園で実施、延べ３５０人
保育園数
　　公立２５園、　定数　２，３７０人
　　私立２４園、　定数　２，１１０人

・特別保育等の実施については、私立園等
と協議しながら順次拡充に努めていく。

児童福祉課

･ファミリー・サポート・センター事業の充実 ・会員数 １，２１７　　活動件数４，３１４件 A
・緊急的なサポートの需要もあり２３年度よ
り緊急サポート事業も実施していく。

・会員数１，２３０　　,活動件数 ４，４００
・ファミリー・サポート・センター事業を充実す
る。

児童福祉課

・学童保育の実施
・大規模学童保育所の分割による開設２箇
所
（市内開設学童数計３５）

B ・未設置小学校区での新規開設の支援
・未設置小学校区での新規開設を支援。
・大規模化している学童保育所については、
適正規模への分割を推進する。

・１小学校区１ヶ所を基本に、未設置小学校
区での新規開設を支援する。また、大規模
化している学童保育所については、適正規
模への分割を推進する。

社会教育課

・子育て支援事業、子育てに関する情報提
供と相談の充実
・未就学園児や、その保護者に遊び場や交
流の場の提供
・積極的な子育て相談の実施

・子育て支援事業
　２２保育園で実施・利用者数
　　　　　　　　　　　２０，２９０人
　子育て支援センター　の利用者数
                   　　  ８２，２１７人
・家庭児童相談室での相談件数
　　　　　　　　　　　　１，８４１件

Ａ

・子育て支援センターの事業を充実すると共
に、市内全域で行う保育園のあそぼう会の
充実を図り利用者数を増やし、身近な地域
で子育て、子育て仲間を作り、安心して子育
てができるよう子育て支援事業を進めてい
く。

・子育て支援事業
　22保育園で実施・利用者数
　　　  　　        ２０，３５０人
　子育て支援センター　の利用者数
                　    ８５，０００人
・家庭児童相談室での相談件数
　　　　　　　　　　　１，９００件

・子育て支援事業、子育てに関する情報提
供と相談の充実をはかる。
・未就学園児や、その保護者に遊び場を提
供する。
・積極的な子育て相談を実施する。
・ＤＶケース等で関係課と連携の強化を図
る。

児童福祉課

・幼稚園での子育て支援事業・園づくり支援
事業の実施

・幼稚園での子育て支援推進事業
　○２４園で実施
　　　　　親子１３,５２１組が利用
　○子育て相談　９７１件
・活動充実のために園づくり活動指導員配
置
　○各園　　週１回程度

A ・事業の充実

２２年度と同じ

・園づくりのための指導員研修会
・幼稚園での子育て支援事業を継続する。 指導課

男女共同参画プランよっかいち施策推進状況調査

基本目標Ⅱ　　男女共同参画社会実現のための社会環境づくり
重点課題２　　　　ワーク・ライフ・バランスの促進

コード 推進施策 実施事業
２２年度

今後の課題・対策 ２６年度までの方針等 担当課

3
地域の子育て環境整備
と支援体制の充実

4
子育てに関する情報提
供と相談の充実

「進捗状況」についての担当課による評価
　　Ａ  実施することができた　　　　　　Ｂ　概ね実施することができた
　　Ｃ　一部しか実施できなかった　　　Ｄ　実施できなかった
　※平成２３年度新規事業等で、事業実績がない場合は「－」。
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２３年度

事業実績 四段階評価 事業計画

男女共同参画プランよっかいち施策推進状況調査

基本目標Ⅱ　　男女共同参画社会実現のための社会環境づくり
重点課題２　　　　ワーク・ライフ・バランスの促進

コード 推進施策 実施事業
２２年度

今後の課題・対策 ２６年度までの方針等 担当課

「進捗状況」についての担当課による評価
　　Ａ  実施することができた　　　　　　Ｂ　概ね実施することができた
　　Ｃ　一部しか実施できなかった　　　Ｄ　実施できなかった
　※平成２３年度新規事業等で、事業実績がない場合は「－」。

・育児学級「パパママ教室」の開催

・パパママ教室参加者：妊婦２３３人　夫など
の家族：２２０人　合計：４５３人
日曜日には2回開催した月もあり、教室とし
ては16回開催

A
・参加者が、昨年の１．７８倍の増加。さらに
父親の参加向上にむけて、必要に応じ開催
回数の増加を行う。

・平成２２年度と同様に毎月実施（年６回は
日曜日開催。必要に応じて回数増）

・父親(妊婦の夫） の参加向上にむけての休
日開催などを実施する。

健康づくり課

・お父さんと遊ぼう会の実施

・お父さんと遊ぼう会の実施
　（子育て支援センターで実施）
 
     年１０８回,  参加人数　４４０人

Ａ

・父親のあそぼう会参加そのものがまだまだ
少なく、参加率を上げていく必要がある。各
子育て支援センターで、父親の参加型の催
を企画し、気軽に参加できるよう進めてい
く。

・お父さんと遊ぼう会の実施
　（子育て支援センターで実施）

     年１３２回,  参加人数　６７０人

・父親の育児参加を促すための「お父さんと
遊ぼう会」の継続実施と周知をはかる。
・男性の育児参加に関する講座を実施す
る。
・「お父さんと遊ぼう会」の箇所を１センター
増やす。

児童福祉課

・父親の子育てマイスター養成講座の実施 Ａ

・父親が気軽に子育てについて話せる場が
必要であるので養成講座の実施と共に「父
親の子育て相談員」の活動を広くアピールし
ていく。

・父親の子育てマイスター養成講座の実施
・父親の子育て相談員による相談活動の開
始

・父親の子育てマイスター養成講座を継続し
て実施する。

児童福祉課

・夏休みこどもさんかくカレッジの実施
　　　　　　　　　２企画３講座
・春休みこどもさんかくカレッジの実施
　　　　　　　　　１企画２講座

Ａ
・より多くの方に参加していただけるよう働き
かけるとともに、継続して実施していく。

・夏休みこどもさんかくカレッジの実施
・春休みこどもさんかくカレッジの実施

・夏休みこどもさんかくカレッジの継続実施
・男性の育児参画に関する講座の実施

男女共同参画セン
ター

6
高齢期における男女の
自立のための講座の実
施

・男性のための料理教室の開催
・男性カレッジ
「はじめての台所」の開催
「男だって甘いもの」の開催

Ａ
・より多くの方に参加していただけるよう働き
かけるとともに、継続して実施していく。

・男性カレッジ「はじめての台所」の開催
・男性のための料理教室を継続して実施す
る。

男女共同参画セン
ター

7
介護サービス情報の提
供と相談の充実

・各在宅介護支援センター（市内２５箇所）で
情報提供・相談の実施

・各在宅支援センター（市内２５箇所）で実施
相談件数　４０，５５７件

・各地域包括支援センター（市内3箇所）で実
施　相談件数　２２，５５５件

Ｂ
・よりきめ細かく情報提供や相談対応ができ
るよう、特に住民に身近な相談窓口である、
在宅介護支援センターの体制充実が必要

・各在宅支援センター（市内２５箇所）及び各
地域包括支援センターでの情報提供、相談
の実施

・在宅介護支援センターでの情報提供や相
談を継続して実施する。

介護・ 高齢福祉課

・ワーク・ライフ・バランスの推進
・ワーク・ライフ・バランスに関するホーム
ページの立ち上げ

Ａ
・企業向けのワーク・ライフ・バランスセミ
ナー等を関係機関と連携して実施できるよう
調整を図る。

・企業向けワーク・ライフ・バランスセミナー
の実施

・ワーク・ライフ・バランス推進のための企業
への働きかけを行う。

男女共同参画課

・子育て中の男女がいきいきと働き続けられ
る企業表彰の実施

・子育て中の男女がいきいきと働き続けられ
る企業表彰を行った。
（表彰　　1社）

Ｂ ・今後も引き続き行っていきます。
・子育て中の男女がいきいきと働き続けられ
る企業表彰を行います。

・子育て中の男女がいきいきと働き続けられ
る企業表彰を実施する。

商業勤労課

･市職員における育児休業・介護休暇などの
制度の活用促進及び月平均30時間を超え
る長時間職場の解消

・市職員年休取得率　１０．７日／年
　　時間外の実態　　１９．４時間／月
　　３０時間／月以上の所属　３１か所
・市職員育児休業取得者数　　９８人
・介護休暇取得者数　　７人

A
・長時間残業については削減対策を行って
いるが、解消には至っていない。

・育児休業・介護休暇などの制度を活用しや
すい職場環境の整備に努める。
・恒常的な長時間残業の解消のため、対策
を講じる。

・育児休業・介護休暇などの制度を活用しや
すい職場環境の醸成に努めるとともに、恒
常的な長時間残業職場の解消を図る。

人事課

・総合評価方式入札において育児休業制度
導入の企業の優遇

・総合評価方式入札11本で育児休業制度の
規定がある場合評価点を加点

A
・まだ育児休業制度を定めていない企業も
多いため、総合評価方式入札を通して普及
を図っていく。

・総合評価方式入札６本を行う予定
・今後も総合評価方式における入札を活用
し、子育て支援の実施の評価を続ける。

調達契約課

・国、県等の情報を配架し、市民等に提供し
た。

B ・今後も引き続き行っていきます。
・国等のパンフレットを関係機関に送付する
など、情報提供を行う。

・男女共同参画にかかる国、県などの情報
提供を行う。

商業勤労課

・情報紙はもりあによる情報提供の実施
・はもりあ四日市ホームページによる情報提
供の実施

Ａ ・現状どおり継続して実施していく。
・情報紙はもりあによる情報提供の実施
・はもりあ四日市ホームページによる情報提
供の実施

・情報紙「はもりあ」による情報提供を行う。
・はもりあ四日市ホームページによる情報提
供を行う。

男女共同参画課

・雇用実態調査で男女共同参画に関するア
ンケートを実施

・雇用実態調査で男女共同参画に関する項
目を挿入した。

Ｂ ・今後も引き続き行っていきます。
・雇用実態調査で男女共同参画に関する項
目を調査します。

・雇用実態調査で男女共同参画に関する項
目を調査する。

商業勤労課

9
労働関係法の普及と啓
発

・男女共同参画にかかる国・県などの情報
提供

8
仕事と家庭生活の両立
のための職場環境づく
り

5
男女がともに育児を担う
ための実践的講座の実
施

・男性の子育てに関する講座の実施

14



２３年度

事業実績 四段階評価 事業計画

男女共同参画プランよっかいち施策推進状況調査

基本目標Ⅱ　　男女共同参画社会実現のための社会環境づくり
重点課題２　　　　ワーク・ライフ・バランスの促進

コード 推進施策 実施事業
２２年度

今後の課題・対策 ２６年度までの方針等 担当課

「進捗状況」についての担当課による評価
　　Ａ  実施することができた　　　　　　Ｂ　概ね実施することができた
　　Ｃ　一部しか実施できなかった　　　Ｄ　実施できなかった
　※平成２３年度新規事業等で、事業実績がない場合は「－」。

10
労働に関する各種講座
の開催

・ワーク・ライフ・バランスなどに関するセミ
ナーを実施

・三重県男女共同参画・ＮＰＯ室との共催で
再就職応援講座「子育てママの再チャレン
ジ支援講座」を実施
参加者１８名

Ａ

・再就職応援講座のほか、女性の起業を応
援する講座の開催も検討する。
・企業経営者層を対象としたセミナーの実施
を検討する。

・再就職応援講座を実施する。
・企業に対するワーク・ライフ・バランスセミ
ナーを実施する。

・女性の再就職応援講座やワーク・ライフ・
バランス講演会等を実施する。

男女共同参画セン
ター

・男女雇用機会均等法にかかる国などの情
報提供

・国、県等の情報を配架し、市民等に提供し
た。

Ｂ ・今後も引き続き行っていきます。
・国等のパンフレットを関係機関に送付する
など、情報提供を行う。

・男女共同参画にかかる国、県などの情報
提供を行う。

商業勤労課

・ホームページを活用し、ワーク・ライフ・バラ
ンス推進企業の紹介事例を掲載

・はもりあ四日市ホームページにて市内の
ワーク・ライフ・バランス推進企業を紹介
（５社）

B
・市内のワーク・ライフ・バランス推進企業の
抽出方法を検討する。
・商業勤労課との連携を図る。

・はもりあ四日市ホームページにて市内の
市内のワーク・ライフ・バランス推進企業を
紹介

・ホームページでワーク・ライフ・バランス推
進企業の事例紹介を掲載する。

男女共同参画セン
ター

・ハローワーク、マザーズサロン四日市、み
えチャレンジプラザと連携し、求人情報や講
座の情報提供
・労働相談機関の情報提供
・市内施設などにパンフレット等を設置

・四日市公共職業安定所等と連携し、求人
情報、労働相談情報等を配架するとともに、
市施設への情報提供を行った。

A ・今後も引き続き行っていきます。

・ハローワークと連携し、求人情報の提供し
ていきます。
・労働相談機関の情報提供していきます。
・市内施設等にてパンフレット等を備え置き
啓発していきます。

・ハローワークと連携し、求人情報の提供を
行う。
・労働相談機関の情報提供を行う。
・市内施設等にパンフレット等を備え置き、
啓発する。

商業勤労課

・ハローワーク、マザーズサロン四日市、み
えチャレンジプラザと連携し、求人情報や講
座の情報提供
・さんかくカレッジにて再就職応援講座・起
業セミナーを開催

・三重県男女共同参画・ＮＰＯ室との共催で
再就職応援講座「子育てママの再チャレン
ジ支援講座」を実施
参加者　１８名
チャレンジ相談の実施（週１回）

Ａ

・チャレンジ相談の利用件数を増やすため
に広報等を充実させる。
・起業を支援するための講座開催について
専門機関等と連携をすすめる。

・再就職応援講座を実施する。
・チャレンジ相談を実施する。

・再就職応援講座を実施する。
・チャレンジ相談を実施する。

男女共同参画セン
ター

13
女性の職業能力開発と
職域拡大

・就職セミナーや職業能力開発講座の開催

・四日市公共職業安定所や四日市商工会
議所と就職セミナーを開催し、就労機会の
提供を図るとともに、就職に有利な資格を取
得することを助成する、四日市市求職者資
格取得助成金の活用を促した。（資格取得
者助成対象者　　全体７９人、内女性　３１
人）

A ・今後も引き続き行っていきます。
・商工会議所と協働して就職セミナーを開催
したり、求職者資格取得を助成します。

・求職に有利となる資格の取得を支援する。 商業勤労課

・起業のための情報提供
・新規独立開業資金融資等の支援制度を広
報

・起業のための情報提供を行いました。
・新規独立開業資金融資等の支援制度を広
報しました。

Ｂ ・今後も引き続き行っていきます。
・起業のための情報提供を行います
・新規独立開業資金融資等の支援制度を広
報します。

・起業のための情報提供を行う。
・新規独立開業資金融資等の支援制度を広
報する。

商業勤労課

・さんかくカレッジにて再就職応援講座・起
業セミナーを開催

・三重県男女共同参画・ＮＰＯ室との共催で
再就職応援講座「子育てママの再チャレン
ジ支援講座」を実施
参加者　１８名
チャレンジ相談の実施（週１回）

Ａ

・チャレンジ相談の利用件数を増やすため
に広報等を充実させる。
・起業を支援するための講座開催について
専門機関等と連携をすすめる。

・女性の起業に関する講座を実施する。
・チャレンジ相談を実施する。

・女性の起業に関する講座を実施する。
・チャレンジ相談を実施する。

男女共同参画セン
ター

15
女性の経営への主体的
な参画促進

・家族経営協定の締結促進
・農村女性アドバイザーと連携した啓発活動
の実施
・女性認定農業者の育成

・家族経営協定の締結数　２４家族
・農村女性アドバイザー：　１３人
・きらめく女性育成事業視察交流研修会参
加
アドバイザー、行政との会議に出席
・農業委員　　女性１名／全体３７名
※農業従事者（基幹的農業従事者）
　男１，６９４人、女１，３５７人
　　　　　　　　　　　　　計　３，０５１人
・認定農業者の育成
女性認定農業者（２０名）

B
・女性農業者の経営への主体的な参画及び
社会参加の促進
・家族経営協定の締結のさらなる促進

・家族経営協定の締結促進
・農村女性アドバイザーと連携した啓発活動
の実施
・女性認定農業者の育成

・女性の経営への主体的な参画を促進す
る。

農水振興課
農業委員会事務
局

16
専門知識の習得と能力
開発などへの支援

・パソコン・簿記研修等専門知識の習得と能
力開発など農村女性アドバイザーや女性農
業団体の活動への支援

・経営研修会・簿記初級研修の参加者数　１
４人

A

・女性農業者の経営への主体的な参画
・実施事業に継続して取り組み、専門知識
の習得や能力開発などの活動への支援を
行う。

・パソコン・簿記研修等専門知識の習得と能
力開発など農村女性アドバイザーや女性農
業団体の活動への支援

・専門知識の習得と能力開発などへの活動
を支援する。
・実施事業に継続して取り組む。
・農村女性アドバイザーや女性農業団体の
活動への支援を続け、家族経営協定の締
結を促進、女性認定農業者の育成を図り、
女性の農業経営への主体的な参画及び更
なる地位向上を推進する。

農水振興課
農業委員会事務
局

11
企業と市民に向けての
情報提供

14 女性起業家への支援

12 女性の就業機会の拡充

15



２３年度

事業実績 四段階評価 事業計画

1
地域活動への積極的な
参画を促すための意識
づくり

・情報紙「はもりあ（男女共同参画センターだ
より）」の発行
・地域で活躍できる女性リーダーの育成
・男性カレッジ修了生による新規グループ立
ち上げの支援

・情報紙「はもりあ」の発行　１４回
・出前講座　４回
・市民企画によるさんかくカレッジの開催　４
企画１２講座
・男女共同参画推進講座の開催　２企画４
講座

A

・女性リーダー養成のための企画を充実さ
せる。
・地区市民センターと連携を図り、地域団体
への啓発を進める。

・情報紙「はもりあ」の発行
・出前講座の実施
・市民企画によるさんかくカレッジの支援
・地区市民センター職員および地域マネー
ジャーへの研修実施

・情報紙「はもりあ」を発行する。
・出前講座を積極的に行う。
・市民企画によるさんかくカレッジを支援す
る。
・地区市民センターとの連携を進める。

男女共同参画課

・防災大学修了生
　女性５名/５２名

A ・さらに女性防災リーダーを養成していく。
・女性を対象とした防災リーダー養成講座を
開催する。

・男女がともに地域の活動を担えるよう継続
して啓発を行う。

危機管理室

・自治会長
　女性１９人/７２５人

A
・男女がともに地域の活動を担えるよう継続
して啓発を行う。

・自治会長
　男女がともに地域の活動を担えるよう啓発
を行う。

・男女がともに地域の活動を担えるよう継続
して啓発を行う。

市民生活課

・地域の実情を勘案しつつ、女性もＰＴＡ会
長を担うよう促進

・PTA会長
　　小学校：　８/４０
　　中学校：　６ /２２

B
・地域の実情を勘案しつつ、女性もＰＴＡ会
長を担うよう、様々な機会を通じて働きかけ
る。

・地域の実情を勘案しつつ、女性もＰＴＡ会
長を担うよう促進

・性別が偏らずＰＴＡ会長を担えるよう四日
市市ＰＴＡ連絡協議会を通じて働きかける。

社会教育課

・家庭や地域活動への参画を可能にする職
場環境づくりに向け、国などのパンフレットを
企業等関係機関に送付

・国等のパンフレットを関係機関に送付 B ・今後も引き続き行っていきます。
・国等のパンフレットを関係機関に送付する
など、情報提供を行う。

・国等のパンフレットを企業等関係機関に送
付するなど、情報提供を行う。

商業勤労課

・男女共同参画推進に向けて企業訪問等の
実施

・企業に対し講演会や研修会など企業の集
まる機会を捉えて男女共同参画やワーク・ラ
イフ・バランスについて情報提供を行った。

C
・企業経営者等に対するワーク・ライフ・バラ
ンスセミナーの実施等、企業等での男女共
同参画推進を促進する。

・企業向けワーク・ライフ・バランスセミナー
の実施

・企業向けにワーク・ライフ・バランスの啓発
を行う。

男女共同参画課

4
各種ボランティア・ＮＰＯ
等との連携による男女
共同参画

・市民活動センターを市民活動団体の拠点
施設として提供するとともに、情報提供を行
う
・男女がともに地域でまちづくり活動に参画
できるよう、財政面も含め支援

・市民活動センターを市民活動団体の拠点
施設として提供。情報提供
　男女共同参画に関わるＮＰＯ法人　　５

・個性あるまちづくり支援事業費補助金交付
団体
　５０団体

A

・市民活動団体の拠点施設として市民活動
センターを継続していく。
・市民活動団体への財政面も含めて活動支
援を行う。

・市民活動団体の拠点施設として市民活動
センターを継続していく。
・市民活動団体への財政面も含めて活動支
援を行う。

・市民活動団体の拠点施設として市民活動
センターを継続していく。
・市民活動団体への財政面も含めて活動支
援を行う。

市民生活課

3
家庭や地域生活への参
画を可能にする職場環
境づくり

・男女がともに地域で活動を担っていけるよ
う啓発

2
地域社会づくりを担う
リーダーへの女性の就
任

男女共同参画プランよっかいち施策推進状況調査

基本目標Ⅱ　　男女共同参画社会実現のための社会環境づくり
重点課題３　　　　地域社会での男女共同参画

コード 推進施策 実施事業
２２年度

今後の課題・対策 ２６年度までの方針等 担当課

「進捗状況」についての担当課による評価
　　Ａ  実施することができた　　　　　　Ｂ　概ね実施することができた
　　Ｃ　一部しか実施できなかった　　　Ｄ　実施できなかった
　※平成２３年度新規事業等で、事業実績がない場合は「－」。
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２３年度

事業実績 四段階評価 事業計画

・国際社会における男女共同参画の情報発
信

・情報紙「はもりあ」による情報提供　１０回 Ｂ
・世界の男女共同参画に関する情報収集提
供をいっそう進める。

・情報紙「はもりあ」による情報提供
・はもりあ四日市ホームページによる情報提
供

・情報誌「はもりあ」等で世界の男女共同参
画の現状を紹介していく。

男女共同参画セン
ター

・国際交流事業、国際理解講座の実施
・姉妹都市米国ロングビーチ市交換学生・教
師（トリオ）の派遣において、女性参加者を
選出　３名うち２名

Ａ
・トリオプログラムなどにおいて、男女共同
参画に係る企画を検討する。

・国際交流
   トリオの受け入れにおいて、女性参加者
の選出を求める。

・国際交流事業、国際理解講座を通じて男
女共同参画も含めた異文化理解の機会を
継続して提供する。

文化国際課

2
在住外国人女性への支
援

・外国人市民への情報提供
・NPOやボランティアの育成や支援
・関係機関との連携（男女共同参画セン
ター、NPO、国際交流センター、警察、病院
等）
・外国人市民向けの相談体制の充実

・生活相談
　　国際共生サロンにおけるポルトガル語の
話せる女性相談員の配置　１人
　　国際交流センターにおける英語・中国語
の話せる女性相談員の配置　３人
・生活オリエンテーションにおけるポルトガル
語の話せる女性職員の配置１人

Ａ
・夫婦間などの問題で女性の外国人市民が
社会的弱者となりやすいことから、それらの
人が気軽に相談できる環境を用意する。

・生活相談
　　国際共生サロンにおけるポルトガル語の
話せる女性相談員の配置　１人
　　国際交流センターにおける英語・中国語
の話せる女性相談員の配置　３人
・生活オリエンテーションにおけるポルトガル
語の話せる女性職員の配置　１人

・多言語による情報提供、日本語習得支
援、相談事業を通じて女性の外国人市民が
日本で生活する上での自立支援を継続して
進める。

文化国際課

3 多文化共生の推進
･男女共同参画の視点を持った多文化共生
推進事業の実施

・多文化共生事業
　　国際共生サロンにおいて、浴衣の着付け
と盆踊り教室、南米料理教室の開催（各１
回）において性別に関係なく、多くの参加者
があった。

Ｂ
・誰もが参加しやすい事業を企画し、男女共
同参画による多文化共生の推進を図る。

・多文化共生事業
男女共同参画推進に係る内容で開催　２回

・多文化共生事業を進める中で、誰もが地
域を構成する住民として互いの違いを認め
合い、ともに暮らしていくという意識啓発を継
続して行う。

文化国際課

担当課

1
諸外国の女性問題理解
のための教育・啓発の
推進

基本目標Ⅱ　　男女共同参画社会実現のための社会環境づくり
重点課題４　　　　国際社会に対応した男女共同参画

男女共同参画プランよっかいち施策推進状況調査

コード 推進施策 実施事業
２２年度

今後の課題・対策 ２６年度までの方針等

「進捗状況」についての担当課による評価
　　Ａ  実施することができた　　　　　　Ｂ　概ね実施することができた
　　Ｃ　一部しか実施できなかった　　　Ｄ　実施できなかった
　※平成２３年度新規事業等で、事業実績がない場合は「－」。
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基本目標Ⅲ 男女共同参画の視点に立った個人の尊重 
（１）指標 「DV 防止等女性の人権に関する事項や生涯を通じての健康管理に関わる事項の 

広報回数」 
                               

 
     
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

（２）重点課題とプラン・施策の方向 

●重点課題１ 「性別に起因するあらゆる暴力の根絶」 

①ＤＶ防止の啓発とＤＶ被害者への対応 

    種々の相談のなかでも特にＤＶ相談は相談者本人が生命の危険にさらされていたり、子ども

への虐待をともなっている場合があります。このように、深刻化するＤＶ被害に対応するため、配

偶者暴力防止基本計画を策定し、関係機関との連携強化、被害者等への相談支援体制の強

化に取り組むとともに、性別に起因するあらゆる暴力を許さないという意識を広げ発生を防止す

ることなど、様々な観点からの対策を計画的に進めていきます。 

②性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等防止の啓発 

    性的な嫌がらせ等の発生を防ぐために、関係機関と連携して、市民や事業者に対して啓発に

取り組みます。 

③メディア等における男女の人権尊重 

    ポスター、広告、インターネットなどを通じて公衆に表示・提供される情報は、人々の意識に大

きな影響を与えます。男女の固定的な役割分担意識や女性に対する偏見、暴力などを助長す

ることがないよう、啓発などに努めます。 

●重点課題２ 「自立への支援」 

①相談体制の充実 

    関係機関との連携を強めるとともに、相談員の資質の向上を図り相談体制を充実させていき

ます。 

基準値   

(平成 21年度実績値) 
5回 

実績値 
（平成 22年度） 

7回 

目標値   

（平成 26年度） 
10回 

指標の設定について： 
男女共同参画の視点から女性の人権を守ることや女性の
生涯を通じた健康管理の大切さを男女ともに認識するこ
とが重要であるため、講座開催、広報紙発行等による啓
発の回数を指標に設定した。 

目標値設定と実績評価： 
 目標値については、ＤＶ相談は増加をしているものの、まだ潜在化しているものと考えら
れるため、更なる情報提供が必要と考え、基準値の倍増の数値を目標として設定した。 
 実績については、これまでのＤＶ防止に関わる情報提供に加え、女性の健康管理に関する
講座を実施し昨年度を上回ることができた。 
今後も、女性の生涯を通じた健康管理に関する情報提供を継続していく。また、デートＤ
Ｖが問題となってきており、若年者層向けのデートＤＶ予防教育（ジェンダー平等教育）と
しての講座開催に積極的に取り組み、子どもも含め広く市民に女性の人権についての啓発を
進めて行く必要がある。 
 
【実績内訳】 
広報よっかいちＤＶ特集号発行   ：１回 
更年期女性向け連続講座（４回）開催：１回 
ＤＶ予防についての出前講座開催  ：２回 
デートＤＶ予防講座開催      ：１回 
ＤＶ相談啓発パンフレット作成・配布 ：１回 
ＤＶ相談窓口啓発用カードの作成・設置：１回 
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②単身女性・ひとり親家庭の生活安定と自立支援 

 特に、経済的、精神的にも負担の大きい単身女性やひとり親家庭の生活安定と自立支援に

向けた取組を進めます。 

●重点課題３ 「生涯を通じた健康保持・増進」 

①生涯を通じた男女の健康づくり 

 市民一人ひとりが主体的に健康の管理や保持・増進ができるよう、生涯を通じた男女の健

康づくりに必要な情報提供や支援に努めます。 

②思春期、妊娠・出産期、更年期の女性の健康づくり 

     女性のライフステージに応じた健康に関する情報提供などを通じて、思春期、妊娠・出産期、

更年期の女性の健康づくりを支援していきます。 

 

（３）主な取り組み状況 

●重点課題１ 「性別に起因するあらゆる暴力の根絶」 

①配偶者等による暴力防止に向けた市民啓発講座、デート DV 防止のための講座やトラブ
ルから子どもを守るための研修会を実施し、意識啓発を図った。〔コード：１・２〕 

②DV被害者の支援のため、関係機関のネットワークの強化を図り、必要に応じ一時保護を
実施した。〔コード：３・４〕 

●重点課題２ 「自立への支援」 

 ③DV 相談をはじめとする女性のための相談体制充実のため、相談員の増員及び資質向上
のための研修の実施、専門相談等を行った。また、妊婦、母子のための育児相談および

母子家庭の経済的自立を支援するための講座も継続実施した。 
〔コード：１・２・５〕 

 ④相談関係の各所属が相互に連携し、スムーズな相談対応に努めた。また、市広報やホー

ムページ及びパンフレット、また出前講座等の機会を捉え、相談窓口の周知に努めた。 
〔コード：３・４〕 

●重点課題３ 「生涯を通じた健康保持・増進」 

 ⑤女性特有のがんに対する検診や妊娠・出産・育児についての相談、妊婦健康診査・子宮

頸がん予防ワクチンの接種等の各種サービスの無料実施、また男女共に健康増進、生活

習慣病予防、介護予防等の実践活動の拡大を図るための健康ボランティアの養成・活用

に努めた。〔コード：１・３・４・８〕 

 ⑥小中学校において発達段階に応じた性教育及び薬物乱用、喫煙防止教室を実施した。 
〔コード：５・６〕 

 

（４）各事業評価と今後の方針  

   ※別表「男女共同参画プランよっかいち施策進捗状況調査表（基本目標Ⅲ）」のとおり 
 
 
 
 
 
 



２３年度

事業実績 四段階評価 事業計画

1
女性に対する暴力防止
のための市民啓発

・DV防止講演会の開催
・DVに関する出前講座の実施
・デートDVについての学習機会やDV防止法
改正に関する情報提供

・ＤＶ防止講演会「思春期を迎えるために伝
えたいこと」の開催
・出前講座の開催
・市内高校でのデートＤＶ防止講座の実施
１回
・啓発パンフレットの発行

Ａ

・ＤＶ防止啓発講座と共に女性に対する暴力
防止のための市民啓発講座を企画し、実施
する。
また、若年者向けのデートＤＶ予防講座や外
国人向けのDV防止講座を実施する。

・ＤＶ防止講座の実施
・出前講座の実施
・教育機関と連携し、若年層を対象とした
デートＤＶ防止講座の実施

・DV防止講演会を実施する。
・出前講座を実施する。
・市内の教育機関と連携しデートDV防止出
前講座を実施する。
・啓発パンフレットを発行する。

男女共同参画セン
ター

・被害者の自立に向けた支援
・ＤＶ相談・被害者支援の実施
（相談件数：１,１２１件、一時保護件数：１３
件）

Ａ
・ＤＶ防止基本計画策定に向けた調査の実
施

・ＤＶ相談・被害者支援の実施
・ＤＶ防止基本計画の策定に向けた意識調
査の実施

・平成２４年度までにＤＶ防止基本計画を策
定し、計画に基づき被害者への支援を充実
していく。

男女共同参画セン
ター

・DV被害者の施設入所
・暴力を受けた女性の施設入所(母子生活
支援施設）

Ａ
・男女共同参画ｾﾝﾀー等と連携して被害者
の保護、自立支援を行う。

・暴力を受けた女性の施設入所(母子生活
支援施設）

・男女共同参画ｾﾝﾀー等と連携して被害者
の保護、自立支援を行う。

児童福祉課

・DV被害者の市営住宅への入居 -
（対象者の入
居申込みがな
かった）

・対象者の適正かつ円滑な入居に努める。
・男女共同参画課や福祉部門と連携しなが
ら、空家としてストックしている住宅の供給を
行う。

・男女共同参画課や福祉部門と連携しなが
ら、空家としてスットクしている住宅の供給を
行う。

市営住宅課

・ネットワーク会議への参画等連携の強化

・県内婦人相談所管所属との連携
・婦人相談員研修への参画
・虐待防止ネットワークへの参画
・四日市地域ＤＶ防止会議（事務局：三重県
北勢福祉事務所）に参画
・男女共同参画をすすめる相談事業研究会
に参画

Ａ
・相談者・被害者の支援について、各機関が
できることを互いに理解を深め、連携を一層
強化していく。

・四日市市子どもの虐待及び配偶者からの
暴力防止ネットワーク会議の実施
・県内婦人相談所管所属との連携
・婦人相談員研修への参画
・四日市地域ＤＶ防止会議（事務局：四日市
保健福祉部）に参画
・男女共同参画をすすめる相談事業研究会
に参画

・四日市市子どもの虐待および配偶者から
の暴力防止ネットワーク会議を実施する。
・県内婦人保護所管所属との連携を強化す
る。
・婦人相談員研修へ参画する。
・四日市地域ＤＶ防止会議（事務局：三重県
北勢福祉事務所）に参画する。
・男女共同参画をすすめる相談事業研究会
に参画する。

男女共同参画セン
ター

・女性相談所、警察、民生委員児童委員等
関係機関との連携強化

・婦人相談員研修への参画
・四日市地域DV防止会議に参画

Ａ
・２３年度より子どもの虐待と配偶者からの
暴力防止ネットワーク会議を一元化し、関係
機関の連携の強化を図る。

・婦人相談にかかる研修へ参画
・四日市市子どもの虐待及び配偶者からの
暴力防止ネットワーク会議の実施

・相談にかかる研修へ参画する。
・関係機関との連携を強化する。

児童福祉課

・パンフレット、ビデオ、図書などによる情報
提供

・パンフレット、ビデオ、図書等による情報提
供

Ｂ
・情報紙「はもりあ」等を活用し、ビデオ・図
書等の利用促進のための情報提供を行う。

・パンフレット、ビデオ、図書等を活用した情
報提供

・パンフレット、ビデオ、図書などでの情報提
供を行う。
・利用促進のための情報提供を行っていく。

男女共同参画セン
ター

・セクシャル・ハラスメントの防止及び排除の
ための市職員に対する啓発

・セクシュアル・ハラスメント相談等処理委員
会
　　相談件数　　　０件
　　セクハラ発生件数　　０件

Ａ
・「四日市市職員のセクシャル・ハラスメント
の防止等に関する要綱」の周知・啓発

・職員に研修等を通じ、「要綱」の周知を行
う。
・相談及び発生があれば適切に対応する。

・防止啓発を継続して行う。
・セクシャル･ハラスメントの防止に関する要
綱の啓発を継続して行う。

人事課

5
メディア・リテラシーの向
上

・行政刊行物等への表現の配慮
・メディア・リテラシーを高める講座等の実施

・職員研修等で啓発 Ｂ
・市民向けのメディア・リテラシー講座を定期
開催できるよう検討する。

・メディア・リテラシー講座の実施
・職員研修等で継続して啓発する。
・情報紙「はもりあ」等で啓発を実施する。

男女共同参画セン
ター

6
青少年の健全育成を阻
害する環境の改善

・ピンクチラシの撤去

・街頭補導等による見守り活動
・ピンクチラシの撤去　実績なし
※県条例「公衆に著しく迷惑をかける暴力的
不良行為等の防止に関する条例」制定によ
り取締りがきびしくなったこと。また、公衆電
話等が撤去されピンクチラシの貼付がない。
・有害サイト及びインターネットのトラブルか
ら子どもを守る研修会の開催
（教職員・保護者対象に年１回開催）
・啓発パンフレット等の配布。
・出前講座の開催。
（１７回開催）

B

・ネットトラブルの現状と課題について、新た
な事案やケースに基づいた講座の開催が必
要

・有害サイト及びインターネットのトラブルか
ら子どもを守る研修会の開催
（教職員・保護者対象に年1回開催）
・啓発パンフレット等の配布。
・出前講座の開催。

・街頭補導等による見守りを行う。
・有害サイト及びインターネットのトラブルか
ら子どもを守る研修会の開催や啓発パンフ
レット等の配布を行う。
・出前講座を開催する。

社会教育課

基本目標Ⅲ　　男女共同参画の視点に立った人権の尊重
重点課題１　　　　性別に起因するあらゆる暴力の根絶

男女共同参画プランよっかいち施策推進状況調査

今後の課題・対策 ２６年度までの方針等 担当課コード 推進施策 実施事業
２２年度

4
セクシュアル・ハラスメン
トの防止

2 被害者への支援

3
関係機関との連携の強
化

「進捗状況」についての担当課による評価
　　Ａ  実施することができた　　　　　　Ｂ　概ね実施することができた
　　Ｃ　一部しか実施できなかった　　　Ｄ　実施できなかった
　※平成２３年度新規事業等で、事業実績がない場合は「－」。
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２３年度

事業実績 四段階評価 事業計画

・スーパービジョンの実施
・電話相談ボランティア自主研修　２回
・相談員の外部派遣研修
・スーパービジョン　９回

Ａ
・相談員の資質向上のための研修を充実さ
せる。

・電話相談ボランティア自主研修
・相談員の外部派遣研修
・スーパービジョンの実施

・電話相談ボランティア自主研修を継続して
実施する。
・相談員の外部派遣研修を充実させる。
・スーパービジョン研修を強化する。

男女共同参画セン
ター

・スーパーバイザー設置事業
・弁護士による法律相談及び学習会
・人権カウンセラー養成講座

・スーパーバイザー設置事業
　　こころの相談及び個別指導　　８回
　　相談事例検討会の開催　　　　３回
・弁護士による法律相談及び学習会
　　法律相談　　　　　　　　　　　　　２件
　　法律学習会の開催　　　　　　　４回
・人権カウンセラー養成講座の実施　　４回

Ａ
・ニーズの把握に努め、より充実した内容と
する。

・スーパーバイザー設置事業
　　相談事例検討会の開催　　　　５回
・弁護士による法律相談及び学習会
　　法律相談　　　　　　　　　　　　１０件
　　法律学習会の開催　　　　　　　４回
・人権カウンセラー養成講座の実施　　４回
・公開講座・合同学習会　　　　　　　　　８回

・各種相談員資質向上事業を継続して実施
する。

人権センター

・女性弁護士による相談の実施 ・弁護士相談　１２回　　４４件 Ａ
・弁護士相談を継続実施していく。
・臨床心理士相談の実施を検討する。

・女性弁護士による弁護士相談の実施
・臨床心理士相談の実施

・毎月１回　女性弁護士による弁護士相談を
継続して実施する。
・臨床心理士等専門家相談について検討す
る。

男女共同参画セン
ター

・精神科医師相談　　　　　　延　５９人 B
・生活支援の相談充実のため、精神保健福
祉士による相談を増設

・精神科医師相談
・精神保健福祉士相談

・DV等内容によって、男女共同参画課と連
携していく。

保健予防課

【母子保健相談】実績
①デンタルマタニティー・スクール
　　受講者（妊婦）７９人
②離乳食教室　利用者　７３０人
③歯ハハの教室　幼児　４７７人
④育児相談　相談人数１，１０２人
⑤育児学級「ぴよぴよクラブ」
　　乳児の数　１，８１０人
⑥妊産婦・乳幼児訪問指導：　５，９６２件
⑦電話相談：　１３，７１５件
⑧保育園・幼稚園・子育て支援センターでの
相談：１２４回

A

・定期的な育児相談の回数を増やし子育て
などの相談に対応できるよう体制をつくる。
・電話や訪問などでもタイムリーに相談でき
るような体制づくりを心がける。
・赤ちゃん訪問などを通じ、地域の子育て支
援の利用ができるような情報提供を実施
中。

【母子保健相談】
①デンタルマタニティー・スクール
②離乳食教室　利用者
③歯ハハの教室
④育児相談：回数増加
⑤妊産婦・乳幼児訪問指導
⑥電話相談
⑦保育園・幼稚園・子育て支援センターでの
相談

・相談内容によって保育園、家庭児童相談
室等と連携し、相談を充実する。
・乳幼児の保護者への相談も別途実施す
る。
・DV等内容によって、男女共同参画課と連
携していく。

健康づくり課

・人権センター相談員による相談の実施 ・人権センターによる相談件数　８２件 Ａ
・相談事業について市民に広く周知してい
く。

・人権センター相談員による相談を継続す
る。

・人権センターによる相談を充実し、継続し
て実施する。

人権センター

・相談ネットワーク連絡会の開催　３回
・人権施策推進委員会相談体制部会の開
催　２回
・市民啓発部会に教育・啓発ネットワークを
立ち上げ、人権教育・啓発の一体的な実施
のため関係各課との連携を強化する。

A
・課題の把握に努め、より効果的な関係機
関との連携強化を図る。

・相談ネットワーク連絡会及び人権施策推
進委員会相談体制部会を継続して開催す
る。
・教育・啓発ネットワークを開催し、人権教
育・啓発の一体的な実施のため関係各課と
の連携を強化する。

人権センター

・相談内容によって関係機関と連携を図っ
た。

A
・相談内容によって関係機関と連携を図って
いく。

・相談内容によって関係機関と連携を図って
いく。

市民生活課

・国際交流センターや、国際共生サロンにお
いて外国人市民の相談に応じており、必要
な関係機関につないだ。

A
・国際交流センターや、国際共生サロンにお
いて外国人市民の相談に応じ、必要な関係
機関と連携を図っていく。

・国際交流センターや、国際共生サロンにお
いて外国人市民の相談に応じ、必要な関係
機関と連携を図っていく。

文化国際課

・相談者の安全確保と自立支援をスムーズ
に行うため、相談内容に応じて、関係の各
機関との連携を図った。

A
・今後も引き続き、相談内容に応じて関係機
関と連携を図っていく。

・特にDV相談については、「子どもの虐待及
び配偶者の暴力防止ネットワーク会議」を活
用し、連携強化を図る。

男女共同参画セン
ター

・相談者に応じて、必要と思われる関係各機
関と連携を図った。

A ・継続して関係機関との連携を図っていく。
・国の福祉から就労事業に基づき、ハロー
ワークとの連携を強化していく。

保護課

3 関係機関との連携強化
・相談内容に応じた関係機関との連携の強
化

男女共同参画プランよっかいち施策推進状況調査

基本目標Ⅲ　　男女共同参画の視点に立った人権の尊重
重点課題２　　　　自立への支援

コード 推進施策 実施事業
２２年度

担当課今後の課題・対策

2
専門家による相談の充
実

・相談内容によって関係機関と連携を図って
いく。

２６年度までの方針等

1 相談員の研修

・訪問・来所・電話での健康相談の実施

「進捗状況」についての担当課による評価
　　Ａ  実施することができた　　　　　　Ｂ　概ね実施することができた
　　Ｃ　一部しか実施できなかった　　　Ｄ　実施できなかった
　※平成２３年度新規事業等で、事業実績がない場合は「－」。
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２３年度

事業実績 四段階評価 事業計画

男女共同参画プランよっかいち施策推進状況調査

基本目標Ⅲ　　男女共同参画の視点に立った人権の尊重
重点課題２　　　　自立への支援

コード 推進施策 実施事業
２２年度

担当課今後の課題・対策 ２６年度までの方針等

「進捗状況」についての担当課による評価
　　Ａ  実施することができた　　　　　　Ｂ　概ね実施することができた
　　Ｃ　一部しか実施できなかった　　　Ｄ　実施できなかった
　※平成２３年度新規事業等で、事業実績がない場合は「－」。

・相談内容によって関係機関と連携を図っ
た。

Ａ
・相談内容によって関係機関と連携をより一
層図っていく。

・相談内容によって関係機関と連携を図って
いく。

介護・高齢福祉課

・障害者の自立に向けて各関係機関とも連
携を図った。

A
・相談内容も多様化、複雑化しておりより一
層の連携が必要

・相談内容に応じた関係機関との連携 障害福祉課

・相談内容に応じた関係機関との連携の強
化

A
・相談内容に応じた関係機関との連携の強
化を図っていく。

・相談内容に応じた関係機関との連携の強
化を図っていく。

児童福祉課

・医療機関　・精神科医師　・警察　・教育委
員会　・庁内関係機関　・男女共同参画課

A ・引き続き実施
・相談内容によって関係機関と連携を図って
いく。

保健予防課

・必要時連携をとる。 A ・現状どおり継続 ・必要時連携をとる。 健康づくり課

・相談内容によって関係機関と連携を図っ
た。

A ・継続して関係機関との連携を図っていく。
・相談内容によって関係機関と連携を図って
いく。

社会教育課

・相談内容によって関係機関と連携を図っ
た。

A ・継続して関係機関との連携を図っていく。
・相談内容によって関係機関と連携を図って
いく。

教育支援課

・市広報、パンフレット、ホームページ等で周
知

A ・継続して周知していく。
・市広報、パンフレット、ホームページ等で周
知

人権センター

・市広報、パンフレット、ホームページ等で周
知した。

A
・市広報、パンフレット、ホームページ等で周
知していく。

・市広報、パンフレット、ホームページ等で周
知していく。

市民生活課

・市広報、パンフレット、ホームページ等で周
知した。

A
・市広報、パンフレット、ホームページ等で周
知していく。

・市広報、パンフレット、ホームページ等で周
知していく。

文化国際課

・市広報、情報紙「はもりあ」、パンフレット、
ホームページ等で周知した。

A ・継続して実施する。
・市広報、情報紙「はもりあ」、パンフレット、
ホームページ等で周知する。

男女共同参画セン
ター

・関係機関を通じて、あるいはパンフレット、
ホームページ等にて相談窓口を周知した。

A ・今後も継続して周知を行う。
・関係機関よりの紹介、ホームページ等にて
相談窓口の周知を図る。

保護課

・市広報、パンフレット、ホームページ等周知
した。

A
・市広報、パンフレット、ホームページ等で周
知していく。

・市広報、パンフレット、ホームページ等で周
知していく。

介護・高齢福祉課

・市広報や障害者（児）福祉のてびき等で周
知を図った。

Ａ
・障害ゆえに情報の届きにくい市民への周
知

・市広報、ホームページのほか障害者団体
や民生委員児童委員等を通じて周知を図
る。

障害福祉課

・市広報やパンフレット、ホームページ等で
の周知

A
・市広報やパンフレット、ホームページ等で
周知していく。

・市広報やパンフレット、ホームページ等で
周知していく。

児童福祉課

・母子健康手帳別冊に掲載 Ａ ・現状どおり継続 ・母子健康手帳別冊に掲載 健康づくり課

「こころの相談」（専門家による相談）
･毎月上旬号に掲載
・ホームページ
・こころの相談窓口のポスター･リーフレット
作成配布

Ａ ・引き続き実施
「こころの相談」（専門家による相談）
･毎月上旬号に掲載
・ホームページﾞ

保健予防課

・市広報、ホームページ等で相談窓口を周知した Ａ
・市広報、ホームページ等で相談窓口を周
知していく。

・市広報、ホームページ等で相談窓口を周
知していく。

社会教育課

・市広報、パンフレット、ホームページ等で周
知を図った。

Ａ
・市広報、パンフレット、ホームページ等で周
知していく。

・市広報、パンフレット、ホームページ等で周
知していく。

教育支援課

相談窓口の周知

・相談内容によって関係機関と連携を図って
いく。

3 関係機関との連携強化
・相談内容に応じた関係機関との連携の強
化

・市広報、パンフレット、ホームページ等で周
知していく。

・市広報やホームページ等での周知4
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２３年度

事業実績 四段階評価 事業計画

男女共同参画プランよっかいち施策推進状況調査

基本目標Ⅲ　　男女共同参画の視点に立った人権の尊重
重点課題２　　　　自立への支援

コード 推進施策 実施事業
２２年度

担当課今後の課題・対策 ２６年度までの方針等

「進捗状況」についての担当課による評価
　　Ａ  実施することができた　　　　　　Ｂ　概ね実施することができた
　　Ｃ　一部しか実施できなかった　　　Ｄ　実施できなかった
　※平成２３年度新規事業等で、事業実績がない場合は「－」。

・出前講座および人権講座等の開催時に、
参加者へ周知

A ・継続して周知していく。
・出前講座および人権講座等の開催時に、
参加者へ周知

人権センター

・講座内容に沿った相談窓口を紹介した。 A ・講座内容に沿った相談窓口を紹介する。 ・講座内容に沿った相談窓口を紹介する。 市民生活課

・多文化共生推進に向けて出前講座を行っ
ている。

A
・多文化共生推進に向けて出前講座を行い
ながら周知を図っていく。

・多文化共生推進に向けて出前講座を行っ
ていく。

文化国際課

・出前講座やさんかくカレッジ等の講座で周
知した。

A ・若年層への周知を進めていく。
・出前講座等に加えて、学生等の若年層の
講座を実施し、周知に努める。

男女共同参画セン
ター

・講座内容に沿った相談窓口を紹介した。 A
・講座内容に沿った相談窓口を紹介してい
く。

・講座内容に沿った相談窓口を紹介する。 介護・高齢福祉課

・出前講座等でＰＲに努めた。 Ａ ・今後もきめ細かなＰＲが必要。
・出前講座の要請は頻繁にあるので、その
都度ＰＲしていく。

障害福祉課

・出前講座等への参加者への周知 Ａ
・出前講座等の参加者への周知を継続して
いく。

・出前講座等への参加者への周知をしてい
く。

児童福祉課

・出前講座で参加者へ周知 Ａ ・現状どおり継続 ・出前講座で参加者へ周知 健康づくり課

・講座内容により必要時紹介 Ａ ・引き続き実施 ・講座内容により必要時紹介 保健予防課

・必要に応じて相談窓口を紹介した。 Ａ ・必要に応じて相談窓口を紹介していく。 ・必要に応じて相談窓口を紹介していく。 教育支援課

・母子家庭自立支援教育訓練給付金等事
業、パソコン講座など就労支援のための講
座を開催

・母子家庭自立支援教育訓練給付金等事
業　　　４５件
・パソコン講座など就労支援のための講座
２０　　回　１６０　件

A

・経済状況の悪化を原因とした経済的支援
を必要とする母子家庭の増加する中、資格
取得や技能の習熟の促進し就労支援に取り
組む。

・母子家庭自立支援教育訓練給付金等事
業
５１件
・パソコン講座など就労支援のための講座
２０回 １６０件

・母子家庭自立支援教育訓練給付金等事
業、パソコン講座など就労支援のための講
座を継続して実施する。

児童福祉課

・母子家庭、父子家庭に対する市営住宅定
期募集抽選時の優遇措置の実施

・３戸以上の募集団地を対象に内数で優先
戸数を設け、優先世帯のみで抽選を実施し
た。これに落選しても再度一般抽選を行い、
当選確率を高めるよう配慮した。

A
・限られた提供戸数の中で、一定の配慮の
下、公正かつ適切に優遇措置を実施してい
く。

・母子家庭、父子家庭に対しても、引き続き
定期募集の抽選に配慮を行っていく。

・母子家庭、父子家庭に対しても、引き続き
定期募集の抽選に配慮を行っていく。

市営住宅課

･児童扶養手当の支給、一人親家庭等医療
費の助成

・児童扶養手当の受給者数　２，５９４人
・一人親家庭等医療費受給資格者数　６，２
９５人

Ａ

・窓口での案内不足により必要な支援が受
けられなかったということがないよう、制度の
案内を徹底すると共に「広報よっかいち」等
で周知する。

・前年度に引き続き児童扶養手当、 一人親
家庭等医療費助成の受給資格認定を行い
支援していく。

・児童扶養手当については、法改正により
平成22年8月から支給対象となった父子家
庭を含め、引き続き支援を行っていく。
・一人親家庭等医療費の助成については、
引き続き実施し、制度のさらなる周知に努め
ていく。

福祉総務課

・保育料母子減免 ・保育料母子減免世帯２４１件 Ａ ・未申請世帯への周知徹底 ・保育料母子減免世帯２５０件

・母子寡婦福祉資金の貸付
・県の貸付制度。母子寡婦福祉資金の貸付
を受付。

Ａ ・継続して周知していく。
・県の貸付制度。母子寡婦福祉資金の貸付
を受付

・女性相談員による相談の充実

・男女共同参画センターにおける相談件数
１，９５７件
・相談体制の強化　　相談員の増員（３人体
制）

Ａ ・相談体制の充実を図る。
・女性相談員による女性のための相談の実
施

・女性相談員による相談体制を強化してい
く。

男女共同参画セン
ター

・母子自立支援員による相談の充実
・母子相談
　　相談件数　１，３８５　件

Ａ

・経済状況の急変や働き方の多様化など社
会の変化とあいまって、複雑な相談に対応
できるようスーパービジョンの実施が今後の
課題である。また研修会等にも参加し力量
を向上させる。

・母子相談
　　相談件数１，３９０　件

・母子自立支援員による相談を充実する。 児童福祉課

4 相談窓口の周知

児童福祉課

6

・講座内容に沿った相談窓口を紹介する。
・生涯学習いきいき出前講座等の参加者へ
の周知

7 相談の充実

・母子家庭の経済的支援と自立のための事
業を行う。

5 生活安定と自立促進

各種制度の利用促進と
情報提供
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２３年度

事業実績 四段階評価 事業計画

1 各種健（検）診の充実
・各種健（検）診（子宮がん・乳がん等）につ
いて継続実施

・子宮頸がん検診：１３，８５７人
・乳がん検診（マンモグラフィ）：８，４１２人
・乳がん検診（エコー）：１，５４８人
・女性特有のがん検診推進事業による、子
宮頸がん検診・乳がん検診無料クーポン券
の配布

A

・無料クーポン券の利用率を向上するため、
まずは、クーポン券に気づいてもらい、封を
あけてもらうことを目標に、封筒のデザイン
を検討

・各種健（検）診（子宮頸がん・乳がん等）に
ついて継続実施

・継続して事業を実施していく。
（クーポン配布については、国の動向をみな
がら継続の予定）

健康づくり課

2 女性外来の充実 ・本市における女性外来の開設
・電話などで市民からの問い合わせがあっ
た場合は女性外来を設置している医療機関
を紹介している。

A
・引き続き市民に対し機会を捉えて周知をし
ていく。
・女性医師の確保に努める。

・引き続き市民からの問い合わせに対して
女性外来を設置する医療機関を案内してい
く。
・女性医師の確保に努める。

・女性外来を設置する医療機関の周知に努
める。
・市立四日市病院の女性医師等の人材確
保に努める。

健康総務課
市立四日市病院

3
健康増進、生活習慣病
予防、介護予防講座の
充実

・生活習慣病の予防改善や介護予防事業
の充実
・市民と協働した、生涯を通じて健康づくりに
取り組む機会や場の拡大

・市民の健康づくり意識の向上や生活習慣
病予防、介護予防に向けた実践活動の拡
大を図るため、健康ボランティアを養成し、
それらによる地域での自主的な健康づくり
活動を展開した。

A
・健康ボランティアの養成を継続させるととも
に、地域にさらに健康づくりが浸透するよう
働きかける。

・各地区での健康づくりに関わる各団体と健
康ボランティアとの情報交換の場を設定し、
今後団体同士が地域で自主的に連携した
取り組みを行え、市民の健康づくりが推進さ
れるようきっかづくりを行う。

・市で実施する健康づくり事業充実に加え、
健康ボランティアによる地域の身近な場所
での健康づくり実践活動の拡大を行う。

健康づくり課

4
女性のための健康相
談・情報提供の充実

・訪問・来所・電話での健康相談の実施

【成人健康相談】
総合健康相談、重点健康相談として、来所・
電話・健康教育と併設（実績には男女を含
む）：５，６３０件

A
・関係機関との連携を保つために、互いの
業務内容を理解していることが必要

【成人健康相談】
来所・電話等による健康相談の継続実施

・相談内容によって保育園、家庭児童相談
室と連携し、相談を充実する。
・乳幼児の保護者への相談も別途実施す
る。
・DV等内容によって、男女共同参画課と連
携していく。

健康づくり課

・性に関する相談の継続実施 ・性に関する相談件数：　３件 B ・関係機関との連携を充実させる。 ・性に関する相談の継続実施 ・性に関する相談を実施する。 社会教育課

・命の尊厳や心のつながりを重視し、発達段
階に応じた性教育を推進

・性教育の実施（HIV,性感染症予防を含む）
　○小学校　４０/４０校
　○中学校　２２/２２校
教科・特別活動や道徳等で学習指導要領に
基づき、様々な視点で命の大切さに関する
指導や発達段階に応じた適切な性に関する
指導の継続

B ・カリキュラムの充実 ・２２年度と同じ
・学習指導要領に基づいた性教育を実施す
る。

指導課

･喫煙や飲酒等の健康被害に関する正確な
情報の提供

・視聴覚教材の提供 B
・視聴覚教材の提供について、周知の仕方
を検討する必要がある。

・視聴覚教材の提供 ・視聴覚教材の提供を行う。 社会教育課

・薬物乱用・喫煙防止のための「薬物乱用防
止教室」等の充実

・「薬物乱用防止教室」等の開催。
（小学校：　３４校で実施）
（中学校：　１９校で実施）

B
・全小中学校に「薬物乱用防止教室」又は
「非行防止教室」の実施について周知徹底
を図る。

・「薬物乱用防止教室」及び「非行防止教
室」の開催

・「薬物乱用防止教室」及び「非行防止教
室」を実施する。
・教職員による「薬物乱用・喫煙防止をねら
いとした授業」を実施する。
・啓発チラシを配布する。

社会教育課

・未成年への喫煙等防止指導の実施
・喫煙等防止指導（補導件数）
小学生：０、中学生：１６、高校生：４６

B
・薬物乱用防止教室の中で、喫煙防止指導
の指導内容を充実させる。

・薬物乱用防止教室とともに喫煙防止指導
を実施する。

・未成年への喫煙等防止指導を実施する。 社会教育課

・育児学級「パパママ教室」の実施

・パパママ教室参加者：妊婦２３３人　夫など
の家族：２２０人　合計：４５３人
・日曜日には2回開催した月もあり、教室とし
ては１６回開催

Ａ
・参加者が、昨年の１．７８倍の増加。さらに
父親の参加向上にむけて、必要に応じ開催
回数の増加を行う。

・平成２２年度と同様に毎月実施（年６回は
日曜日開催。必要に応じて回数増）

・父親（妊婦の夫）の参加向上に向けての休
日開催などの実施

健康づくり課

・未成年層に対するデートDV防止講座の実
施

・デートＤＶ防止講座の実施
・デートＤＶ防止パンフレットの作成
・市内高校でのデートＤＶ防止講座の実施

Ａ
・若年者層に対するデートＤＶ防止講座を市
内教育機関と連携して実施できるよう検討
する。

・市内教育機関と連携し、若年者層を対象と
したデートＤＶ予防講座（ジェンダー平等教
育講座）の実施

・市内教育機関と連携し、デートDV予防教
育講座を実施

男女共同参画セン
ター

5
性に関する情報の提供
と性教育の推進

7
妊娠・出産・避妊に関す
る女性の権利と男性の
責任についての啓発

6
薬物乱用・喫煙防止の
ための教育の充実

基本目標Ⅲ　　男女共同参画の視点に立った人権の尊重
重点課題３　　　　生涯を通じた健康保持・増進

男女共同参画プランよっかいち施策推進状況調査

コード 推進施策 実施事業
２２年度

今後の課題・対策 ２６年度までの方針等 担当課

「進捗状況」についての担当課による評価
　　Ａ  実施することができた　　　　　　Ｂ　概ね実施することができた
　　Ｃ　一部しか実施できなかった　　　Ｄ　実施できなかった
　※平成２３年度新規事業等で、事業実績がない場合は「－」。
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２３年度

事業実績 四段階評価 事業計画

基本目標Ⅲ　　男女共同参画の視点に立った人権の尊重
重点課題３　　　　生涯を通じた健康保持・増進

男女共同参画プランよっかいち施策推進状況調査

コード 推進施策 実施事業
２２年度

今後の課題・対策 ２６年度までの方針等 担当課

「進捗状況」についての担当課による評価
　　Ａ  実施することができた　　　　　　Ｂ　概ね実施することができた
　　Ｃ　一部しか実施できなかった　　　Ｄ　実施できなかった
　※平成２３年度新規事業等で、事業実績がない場合は「－」。

8
妊産婦・乳幼児とその
親への保健サービス・
相談の充実

・妊婦一般健康診査、乳幼児健康診査の実
施
・育児相談・育児学級の実施
・妊産婦・乳幼児訪問指導の実施
・電話相談の実施

①妊婦一般健康診査（１４回）
　　延べ受診者数　３５，５７０人
②乳児一般健康診査
　　受診者数　４か月健診　２，７２３人
　　　　　　　　１０か月健診　２，６３１人
③１歳６か月健康診査
　　受診者数　２，７７２人
④３歳児健康診査
　　受診者数２，７１７人
⑤デンタルマタニティー・スクール
　　受講者（妊婦）７９人
⑥離乳食教室　利用者７３０人
⑦歯ハハの教室　幼児　４７７人
⑧育児相談
　　相談人数　１，１０２人
⑨妊産婦・乳幼児訪問指導　５，９６２件
⑩電話相談１３，７１５件
⑪こんにちは赤ちゃん訪問
　　訪問件数　３，２２６件

Ａ

・妊婦一般健康診査の公費負担項目を増加
する。
・定期的な育児相談の回数を増やし子育て
などの相談に対応できるよう体制をつくる。
・電話や訪問などでもタイムリーに相談でき
るような体制づくりを心がける。
・赤ちゃん訪問などを通じ、保健サービスの
案内を行う。

①妊婦一般健康診査（１４回）
　　項目増加
②乳児一般健康診査
③１歳６か月健康診査
④３歳児健康診査
⑤デンタルマタニティー・スクール
⑥離乳食教室
⑦歯ハハの教室
⑧育児相談
　　回数増加
⑨妊産婦・乳幼児訪問指導
⑩電話相談
⑪こんにちは赤ちゃん訪問

・妊娠期からの健康管理について、今後も
健診事業を始め保健事業を継続していく。
乳児期に訪問をおこなう「こんにちは赤ちゃ
ん」訪問事業を通して、乳児をはじめ、親と
なる父母への支援として育児相談など保健
サービスを提供していく。

健康づくり課

9
企業等への妊娠出産に
関する健康管理につい
て啓発

・母性健康管理指導事項連絡カードの使用
について啓発

・母子健康手帳交付時（妊娠届出時）の啓
発
妊娠届出数　２，８５８人

Ａ
・母性健康管理指導事項連絡カードについ
て理解してもらうことが必要

・母子健康手帳交付時に、母性健康管理指
導事項連絡カードについての周知、使用に
ついての啓発の継続実施

・母子手帳交付時に健康管理カードの紹介
を行うことで、健康管理を支援していく。

健康づくり課

25



26 

２．審議会による評価 
（１）総括評価 

  四日市市においては、平成２３年度からの総合計画の中に男女共同参画の視点が位置づけら

れ、男女共同参画課を中心に男女共同参画社会の実現を目指し、住民の意識啓発、社会環境の

整備及び女性の人権の尊重のための各種施策に積極的に取り組んでいることは非常に評価でき

る。これまでも徐々にではあるが男女共同参画は進んできており、県下でも四日市市の男女共

同参画の取り組みは注目されている。 
しかし、市組織内においては男女共同参画の推進は男女共同参画課に任せておけば良いとい

う意識も見受けられ、男女共同参画に対する意識の差が感じられる。既に全庁的な推進体制は

整備されており、この体制を効果的なものとするためにも、今後は職員一人ひとりが常に男女

共同参画の視点を持って、市組織を挙げてなお一層積極的な取り組みをお願いしたい。 
   また男女共同参画は市行政の取り組みだけでは不十分であり、これを目指す幅広い市民との

協働により、効果的な施策の推進が図られることを期待する。 
 
（２）基本目標ごとの取り組みに対する評価 

 Ⅰ．男女共同参画のための意識づくり 

①市役所職員の意識レベルに差がある。職員の意識を全体として引き上げるために、管理職、

男女共同参画推進リーダー、男女共同参画推進員をはじめ全職員に対し、男女共同参画に

関する研修を充実すること。 
②住民により身近な場での啓発がなかなか進んでおらず、地域での意識啓発を進めるために

地域社会づくりの拠点である地区市民センターと男女共同参画センターとの連携した取り

組みが必要である。特に、男女共同参画を進める人材やグループとの連携を強化するため、

そのコーディネートを積極的に行う必要がある。そのためにも、地区市民センター職員を

はじめ全庁的に地域社会づくりに関わる職員の意識付けが重要である。また、地域住民の

意識を変えるためにも、住民にとって最も身近な存在である地区市民センターの館長への

女性登用についても積極的な取り組みが望まれる。 
 

Ⅱ．男女共同参画社会実現のための社会環境づくり 

①審議会の女性委員登用については１％増で、少しずつではあるが進んでいることは評価で

きる。しかし、平成２６年度の目標値である４０％には、まだ７．５％増やす必要がある。

平成２６年度までに目標を達成できるよう女性委員登用推進要綱に基づき確実な取り組み

が必要である。 
また、女性委員登用と同時に、女性の人材に対し、政策決定への男女共同参画の重要性に

ついて十分な研修が必要である。 
②庁内での管理職への女性登用については、少しずつ増えていることは評価できるが、未だ

８．２％（一般行政職）に留まっている。女性管理職比率も職員比率と同等の２５％程度

となることが当然であり、更なる登用促進が必要である。このため、女性自身の意識改革

や適切な配置など女性職員の中長期的な育成を推進していくことが望まれる。これと並行

して職場のワーク・ライフ・バランス環境の改善も必要であり、女性も男性も働きやすい

職場づくりを進める必要があり、広い視野を持つ男性職員の育成という視点から、男性職

員の育児休業取得の促進等も望まれる。 
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③地域団体における女性の参画促進については、現状自治会長は２．６％にとどまっており、

ＰＴＡや子ども会は女性が多く活動しているにも関わらず会長は男性が圧倒的に多い。女

性の登用の必要性やその道すじについて、各団体で話し合うような働きかけを全庁的に行

う必要がある。 
   ④農業分野での女性の参画については、家族経営協定の締結数も少しではあるが増加してき

ており、男女共同参画の視点は広がってきていると評価できる。今後も啓発活動と併せて

女性農業認定者の育成や家族経営協定締結の促進を進めていく必要がある。 
    ⑤外国人女性のＤＶ相談対応については、国際交流センターや国際共生サロンから男女共同

参画センターにつなぐという仕組みはできているが、できればワンストップサービスの相

談窓口の設置など相談体制の充実が望まれる。 
 
     Ⅲ．男女共同参画の視点に立った個人の尊重 

①DV を防止するためには、結婚前の若年者向けの発達段階に応じた継続的な教育を実施す
ることが必要である。また、幼児期からジェンダー意識が刷り込まれている現実を見ると、

できるだけ早い時期からのジェンダー平等教育の実施が望まれる。 
②多様化、複雑化する相談に対応するため、臨床心理士や弁護士等の専門家相談の充実と相

談員の資質向上のための研修等の継続実施が必要である。 
③性教育については、１０代での望まない妊娠・出産が増加しているという現実がある中、

人間の尊厳の尊重を基礎に置き、子ども達の実態に応じた内容で積極的に取り組む必要が

ある。 



実施計画の進捗に関して参考とする指標

基本目標 項　　目
基準値

（H21年度実績）
実績値

（H22年度実績）
備　考

男女の地位が平等と感じている人の割合（※） 11.8% －
（基準値）19年3月調査
　　H23年度実施予定

「男は仕事、女は家事･育児」といった固定的
な役割分担意識に否定的な市民の割合（※）

58.4% －
（基準値）19年3月調査
　　H23年度実施予定

男女共同参画センター利用者数 14,087人 14,883人

市の一般行政職における管理職（課長級以上）
の女性割合

6.7%
（13人／194人）

8.2%
（15人／183人）

（基準値）22年度実績
（実績値）23年度実績

女性人材リスト１登録者数 99人 112人

女性の自治会長の人数 17人／722人 19人／725人
（基準値）22年度実績
（実績値）23年度実績

保育所待機児童数
35人

（4/1現在０人）
－

（4/1現在9人）
10/1現在数

民間企業の課長相当職以上に占める女性の割合 ― 7.8%
四日市市雇用実態調査
（H22年度より調査開始）

家族経営協定２の締結数 20件 24件

母子世帯数
上記の内、生活保護を受給している世帯数

3,495世帯
183世帯

3,613世帯
211世帯

男女共同参画センターにおける相談件数
上記の内、ＤＶに係る相談件数

2,146件
1,328件

1,957件
1,121件

一時保護を行った件数と人数
件数　13件
人数　31人

件数　13件
人数　26人

ＤＶ防止法による保護命令の発令件数 9件 3件

（※）の意識調査にかかる数値については、おおむね５年に１回調査を行う。

【用語解説】

１　女性人材リスト

２　家族経営協定
　日本の農業経営は家族経営が一般的であり、農業に従事するのは経営主（世帯主）、配偶者等家族全員である。しかし
収入は経営主に帰属するので、経営主と同じように働く配偶者やその他の家族には働きに見合う収入は認められていな
い。家族経営協定とは、農業等の家族従事者の労働の価値を適正に評価し、経営上の役割分担や地位を明確にするために
家族内でつくられるルール。家族経営協定が締結されることにより、共同経営者である女性も認定農業者になれる、農業
者年金に加入できるなど、農業経営における女性の地位向上が図られる。

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

　教育・保健福祉・文化芸術・環境・まちづくりなど様々な分野で明確な意見を持っている女性を本人の希望により登録
し、各種審議会・委員会など政策決定にかかわる組織の人選に役立てる目的で市が作成しているリスト。
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